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総合計画基本構想審査特別委員会記録 
 

○開催日時 

平成２６年１０月３０日 午前１０時～午前２時２４分 

───────────────────────────────────────── 

○開催場所 

第３委員会室 

───────────────────────────────────────── 

○出席委員（１２人）

   委 員 長  持 原 秀 行 

   副委員長  下 園 政 喜 

   委  員  江 口 是 彦 

   委  員  川 畑 善 照 

   委  員  福 田 俊一郎 

   委  員  井 上 勝 博 

   委  員  中 島 由美子 

   委  員  谷 津 由 尚 

   委  員  小田原 勇次郎 

   委  員  成 川 幸太郎 

   委  員  帯 田 裕 達 

   委  員  森 満   晃 

───────────────────────────────────────── 

○その他の議員 

   議  員  瀬 尾 和 敬 

   議  員  橋 口 博 文 

議  員  杉 薗 道 朗 

議  員  宮 里 兼 実  

───────────────────────────────────────── 

○説明のための出席者 

   企 画 政 策 部 長  永 田 一 廣 

   企 画 政 策 課 長  上大迫   修 

────────────── 

総 務 部 長  今 吉 俊 郎 

危 機 管 理 監  新 屋 義 文 

新エネルギー対策監  松 枝 賢 治 

   市 民 福 祉 部 長  春 田 修 一 

   農 林 水 産 部 長  高 橋 三 丸 

六 次 産 業 対 策 監  小柳津 賢 一 

商 工 観 光 部 長  末 永 隆 光 

建 設 部 長  泊   正 人 

教 育 部 長  中 川   清 

消 防 局 長  新 盛 和 久 

水 道 局 長  落 合 正 浩 

───────────────────────────────────────── 

○事務局職員 

   事 務 局 長  田 上 正 洋 

   主幹兼議事グループ長  瀬戸口 健 一 

   主 幹  久 米 道 秋 

   議 事 グ ル ー プ 員  柳   裕 子 

───────────────────────────────────────── 

○審査事件 

・ 議案第１１１号 第２次薩摩川内市総合計画基本構想を定めるについて 

 ⑴ 審査の進め方について 

⑵ 第２次薩摩川内市総合計画策定経過について 

⑶ 市民アンケート調査結果の概要について 

⑷ 第１次薩摩川内市総合計画の総括について 

⑸ まちづくり意見交換会実施結果の概要について 

⑹ 第２次薩摩川内市総合計画基本構想（案）について 

 ア 第１編 第１章及び第２章 

 イ 第１編 第３章及び第４章 

 ウ 第２編 第１章及び第２章 

───────────────────────────────────────── 
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△開  会 

○委員長（持原秀行）これより、総合計画基本

構想審査特別委員会を開催をいたします。 

 ここで傍聴の取り扱いについて申し上げます。 

 現在、傍聴の申し出はありませんけれども、会

議の途中で傍聴の申し出がある場合は、委員長に

おいて随時許可をいたします。 

 それでは、本日の審査日程についてお諮りをい

たします。 

 本日は、最初の委員会ですので、お手元に配付

の審査日程のとおり、まず、審査の進め方につい

て御協議を願い、その後、これまで全協等で説明

を受けて、重複する部分もありますけれども、議

案に対する総合計画策定経過等４項目について、

改めて説明を受けた後、基本構想案の一部まで審

査を進めたいと思います。 

 ついては、そのように審査を進めることで御異

議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（持原秀行）御異議ありませんので、

お手元に配付しております審査日程により審査を

進めます。 

────────────── 

△議案第１１１号 第２次薩摩川内市総合

計画基本構想を定めるについて 

○委員長（持原秀行）それでは、議案第

１１１号第２次薩摩川内市総合計画基本構想を定

めるについてを議題といたします。 

────────────── 

△審査の進め方について 

○委員長（持原秀行）まず、審査の進め方につ

いて御協議願います。 

 お手元の資料について、書記に説明をさせます。 

○書記（久米道秋）それでは、議案第１１１号

の審査に係る進行計画案をごらんいただきたいと

思います。 

 中段に網かけをしている部分は、基本構想の内

訳となっておりますが、第一編及び第二編とも、

それぞれ四つの章で構成されております。 

 番号欄の１については重複しますが、今ほど、

本日の審査日程を決定いただいた議案に関連する

第２次薩摩川内市総合計画策定経過についてなど

４項目と、基本構想のうち第１編と第２編の第

２章将来都市像までを、本日の日程としていると

ころであります。 

 ２番以降が、次回以降の委員会の計画となって

おります。１１月４日、火曜日には、第２編基本

構想の第３章政策展開の基本方針に入る予定であ

りますが、ここから六つの政策の基本方針につい

て説明を受けることとしております。 

 この各政策には、下段右端に記載のとおり基本

計画の施策が少ないところで３本、多いところで

６本が、それぞれぶら下がっておりますので、実

際の審査においては、審査時間を要する部分では

ないかと見込まれるところであります。 

 つきましては、３番の１１月２０日開催分まで

は、政策を二項目ずつ審査するものとして、正副

委員長会議において整理していただいたものでご

ざいます。 

 なお、その後の委員会については、審査の進捗

状況や予定される内容等を勘案して、残り何回開

催する必要があるかなど精査した上で、改めて

１１月２０日の委員会でお示しし、御協議願いた

いと考えているところでございます。 

 説明は以上です。よろしくお願いします。 

○委員長（持原秀行）ただいま説明がございま

したが、質疑、意見はありませんか。 

○委員（江口是彦）基本的には、今のような方

向で集中審議をしていかなければいけないわけで

しょうからよろしいんですけど。前提として、い

いですかね、質問して。 

 総合計画の策定自身が、私は、まだ。前回行わ

れたというシンポジウムなんかが本になってるそ

うですけど、そういうのを検討してないので。た

だインターネットでちょっと聞く限りですけど。

今、総合計画もつくらないところも出てきてます

よね。例えば、佐賀市の市長なんかも、あんなの

は必要ないと。かえって職員が大変。例えば、策

定業務の煩雑さとか、非常に。藤沢市もそうらし

いですけど、時間的なコストとか、人的なコスト

とか、そういうの含めて、今、見直されつつある

と。もちろん議会でも諮らなくて、議決事項でな

くなったというのもあるんでしょうけど。 

 そういう前提的な議論とか、担当部局では何か

されたことはあるんですかね。今の世の中の流れ

についてです。総合計画の捉え方等があったら教

えてください。 

○企画政策部長（永田一廣）総合計画のあり方

について、江口委員から御質問でございました。 

 江口委員のほうから御指摘のとおり、自治法の
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改正によりまして、従来、市町村総合計画基本構

想をつくって、議会の議決を得るというのがござ

いましたが、この根拠規定が平成２３年の改正に

よりましてなくなりました。 

 とはいいながらも、本市といたしましては、他

の自治体の状況も調査をしながら、５年、１０年

を見据えた市政の経営方針はつくるべきだろうと。

これについては、先に制定いただいております自

治基本条例の中にも、基本構想について策定する

というのは、もう既に規定されております。 

 ５年、１０年、社会情勢が急激な変化がある中、

長期的な展望というのは、なかなか見極めが難し

いところはありますけれども、５年、１０年のス

パンで、本市、今後どう進めていくか、市政を進

めていくかというのは、市としてしっかりつくり、

また、議会の議決は、規定はなくなりましたけれ

ども、これについては議員、市民の皆さん方と一

緒に進めていく必要がありますことから、先の

９月定例会において基本構想について議案という

形で上程さしていただいたところでございます。 

 以上でございます。 

○委員（江口是彦）今後、この委員会で集中審

議がされてくるでしょうから、その中で、いろい

ろお聞かせいただきたいと思うんですけど。例え

ば、これまでの計画は「三層構造」って言われて

る基本構想があって、基本計画があって、実施計

画があると。この辺の、いわゆる「三層構造」と

言われている、この辺の見直しとか、もう議論さ

れているような気がしますので、それはきょうで

なくて、今後の総合計画の検討の中で、基本計画

とか、実施計画との関連。その辺も、また提起し

ていただければと思います。 

 きょうは、一応、いいです。 

○委員長（持原秀行）ほかに。協議会に切り替

えます。 

        ～～～～～～～～～～ 

        午前１０時 ９分休憩 

        ～～～～～～～～～～ 

        午前１０時１３分開議 

        ～～～～～～～～～～ 

○委員長（持原秀行）本会議に返します。 

○委員（井上勝博）財政運営プログラムと、こ

の基本構想との関係ですね。財政運営プログラム

というのは、合併後１０年、それから１５年を見

越して、その上に、例えば、公有財産の利活用の

計画とか、そういうものがあるわけですよね。私

の認識として、財政運営プログラムが基礎にある

のではなくて、基本構想が基礎にあるんでなけれ

ばいけないんではないかと。 

 それの上で、財政運営プログラムも議論してい

く必要があるんじゃないかというふうに思うんで

すけれども。この間、いろいろ議論する中で、財

政事情というのが少し変わってきている中で、財

政運営プログラムというのを基本にしながら、こ

の基本構想ができるもんなのか。そこが、よく関

係性が－期間との関係もありますよね。１５年

ぐらい財政運営プログラムっていうのは見越して

ますけれども、この構想は１０年単位ということ

になってますが、その関係性を、もう少し御説明

いただければありがたいなと思います。 

○企画政策部長（永田一廣）今回上程しており

ます基本構想、また基本計画と財政運営プログラ

ムにつきましての位置づけ、関係でございますが、

委員の皆さん方、もう御案内のとおり、この総合

計画につきましては、市の基本的な方針を決める

憲法とまでは申し上げませんけども、一番上位に

ある計画でございます。その中で、個別の農政と

か、福祉部門とか個別の計画があり、また、健全

財政を維持するための財政運営プログラムといっ

た指針等がございます。 

 基本構想、基本計画が上位にあって、そのもと

でプログラムが策定されているという理解でござ

います。 

したがいまして、財政運営プログラム、国の動

きも十分注視しながら、この基本構想のもとで必

要な場合は修正をかけていくと。個別計画、ある

いは指針について修正等をかけていうというのは

あり得る姿ですけども、基本構想が上位であると

いうこと。繰り返しになりますが申し添えます。 

 以上です。 

○委員長（持原秀行）ほかにありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（持原秀行）それでは、審査の進め方

については、ただいま説明がございましたとおり、

資料のとおり進めることといたしまして、４回目

以降の委員会の進め方については、１１月２０日

に予定されておりますこの委員会で、改めて協議

をいただくということで御了承を願いたいと思い

ます。 

 以上で、審査の進め方についてを終わります。 
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────────────── 

△第２次薩摩川内市総合計画策定経過につ

いて 

○委員長（持原秀行）次に、第２次薩摩川内市

総合計画策定経過について当局に説明を求めます。 

○企画政策部長（永田一廣）改めまして、委員

の皆さん、おはようございます。 

 この後、課長からの基本構想等の説明に先立ち

まして、少し時間頂戴しまして、私のほうからお

願い方々御挨拶をさしていただきます。 

 総合計画に関しましては、これまで３月、６月

の定例会等におきまして、これまでの策定作業の

経過をはじめ中間的な報告をしてきており、先ほ

ど申し上げましたとおり、先の９月定例会で議案

という形で上程しております。 

 議会におきましては、このたび当特別委員会を

設置していただいたところでございます。委員、

御案内のとおり国、日本におきましては人口減少、

超高齢化社会、こうした現実を直視しまして、政

府におきまして「まち・ひと・しごと」、あるいは

地域創生といった新たな政策が打ち出されようと

しておりまして、本市といたしましても、本市を

取り巻くいろんな社会情勢を勘案しますとき、国

のこうした動きも十分注視しながら、引き続き、

地域の持続可能性を維持して、また高めていくと

いった施策へのシフト、重点化が求められている

のかなというふうに考えております。 

 また、今回、お示ししております基本構想、第

２次基本計画前期計画策定に当たりまして、基本

的な作業の進め方４点ほど申し上げます。作業を

進めてきた中での考え方です。 

 まず１点目です。時代の潮流を見据えまして課

題を解決する形の計画としたいということ。２点

目、実効性のあるものにすること。３点目、成果

指標、あるいは目標値を設定することにより、市

民の皆さん方にわかりやすいものとすること。最

後になります４点目、共生協働といった視点から、

市民のあるいは関係団体と行政との役割分担を明

確にすることなど、以上４点を頭に置きながら作

業を進めました。 

 これまでの自治総合審議会の中でも、いろいろ

意見ありましたけども、特に、市民にわかりやす

い計画づくりに努めなさいという御意見もいただ

きましたので、この指摘を頭に置きながら計画づ

くりを進めたところでございます。 

 最後になりますけども、今回の基本構想の審査

に当たりまして、前期５年間で取り組みます施策、

取り組みをまとめました基本計画も、案としてお

示ししながら審査していただくことになっており

ます。今後の、きょう以降の委員会におきまして

は、企画政策課が中心となってきておりますが、

個別の政策、施策につきましては今後の審査日程

に合わせまして、関係部局長、当委員会に出席し、

対応さしていただくこととしております。 

 持原委員長をはじめ委員の皆さん方には、幅広

い分野につきまして長時間にわたる審査になろう

かと思いますがよろしくお願い申し上げます。 

 この後、課長のほうから順次説明さしていただ

きます。よろしくお願いいたします。 

○企画政策課長（上大迫 修）では、冒頭では

ございますが、資料１に基づきまして、第２次総

合計画の策定経過について説明させていただきま

す。お手元に資料１をお願いいたします。 

 平成２５年３月から作業に本格着手をいたしま

して、市民並びに地区コミュニティ協議会長に対

する市民アンケート調査の実施をいたしておりま

す。 

 平成２５年度に入りまして、市内部における第

１次総合計画の振り返り作業を行い、内部評価で

ありますとか、市民アンケートの調査結果から、

第１次総合計画の総括を行っております。これを

もとに、１１月には、市内１１会場でまちづくり

意見交換会を開催。１次総合計画での取り組みや

今後のまちづくりについての意見、課題等を寄せ

ていただいたところでございます。 

 それらの概要につきましては、後ほどもお知ら

せさせていただいておりますが、３月の議員全員

協議会においても、若干触れた状況でございます。

なお、本年３月には、２３年の自治法改正により

まして、先ほど議論ありました総合計画の策定及

び議会議決に関する規定が削除、廃止されたこと

から、本市の基幹条例であります自治基本条例の

一部改正を３月定例会にお願いいたしまして、基

本構想策定に当たって議会の議決を得る必要があ

る手続をとらしていただいたところでございます。 

 その後、７月になりますが、附属機関でありま

す自治総合審議会に対し、基本構想案を諮問、同

時にパブリックコメントの実施をさしていただい

たところでございます。これを受けまして、３回

に及ぶ審議を自治総合審議会でいただいた後、
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８月に答申をいただき、また、パブリックコメン

ト等の意見等も踏まえまして、９月定例会におい

て基本構想の定めについての議案上程を申し上げ

たということでございます。 

 現在につきましては、１０月に前期基本計画案

につきまして、総合審議会に諮問中であり、加え

て、１０月１４日から１１月１２日にかけまして

パブリックコメントに付している状況でございま

す。今後、自総審及びパブリックコメントの意見

等を調整しながら、基本計画案についての整理等

入っていきたいというふうに考えているところで

ございます。 

 全体の流れとしましては以上でございます。 

○委員長（持原秀行）ただいま、当局の説明が

ありましたので、これより質疑を行います。御質

疑を願います。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（持原秀行）よろしいでしょうか。質

疑はないと認めます。 

 次に、委員外議員から質疑はございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（持原秀行）質疑はないと認めます。 

以上で、第２次薩摩川内市総合計画策定経過に

ついてを終わります。 

────────────── 

△市民アンケート調査結果の概要について 

○委員長（持原秀行）次に、市民アンケート調

査結果の概要について、当局に説明を求めます。 

○企画政策課長（上大迫 修）では、資料２の

市民アンケート調査結果の概要について説明いた

します。資料を手元にお願いいたします。 

 本アンケート調査につきましては、計画策定の

基礎資料とするため、平成２５年２月に市民の皆

さんと４８地区のコミュニティ会長さんを対象に

実施したものでございます。調査結果につきまし

て、表紙の分になりますが、３に記載の、主な項

目について取りまとめておりますので、これに従

い、概要説明さしていただきます。なお、市民の

皆さん及び地区コミュニティ協議会長に対します

アンケート調査表につきましては、２５ページ以

降に掲載しておりますので、それらにつきまして

は、後ほど御参照いただきたいと思います。 

 では、まず市民の皆さんに対しまして実施しま

したアンケート調査について説明いたしますので、

１ページをお願いいたします。冒頭に記載さして

いただいておりますが、２０歳以上の３,０００名

の方々を対象に抽出をし、９４６名３１.５％の方

から回答を得ております。なお、このアンケート

は、第１次総合計画を策定した平成１７年度以降、

計画改定の節目で、その都度実施しているもので

ございます。 

 まず１番目でございますが、市民意識に関する

ものでございます。（１）は、今後の定住継続の意

向であり、ほぼ８割の方が住み続けたいと回答し

ております。主に、大きくは経年的な変化は見ら

れておりません。 

 （２）でございますが、合併に対する評価で、

「まだわからない」という方が５０.３％で最も多

ございます。２０年との比較では、「よかった」と

する割合がふえ、「よくなかった」とする割合が減

少しているというような趨勢でございます。 

 次に、２ページをお開きいただきと思います。

２ページの（３）でございますが、市民の連帯感

を高めるため必要な取り組みに対する意見になり

ますが、薩摩川内市としてのブランドの創出や地

産地消の推進の順になっており、平成１７年、

２２年の調査から多少の変化が見られたところで

ございます。優先度が高いものとしましては、ブ

ランドの創出、２番目に地産地消の推進との順に

なっております。 

 次に、まちづくりに関するものを２番という形

で整理をさしていただいております。（１）につき

ましては、現在の施策に対する満足度と重要度を

整理したものでございます。満足度が低く、重要

度が高いと分析された重要課題となる施策につき

まして、記載のとおり保健福祉施策の中で、社会

保障でありますとか、地域福祉、高齢者福祉が重

要であること。また二つ目には、生活環境分野の

防災・生活安全や環境対策について。続きまして、

産業振興分野の経済圏の創出、農業、商工業の振

興が。さらに、社会基盤分野及び都市経営分野の

施策が含まれているという結果となっております。

改めて申し上げますが、満足度が低く、重要度が

高いというふうに分析され、今後の重要な課題と

位置づけているものが、先ほど説明したとおりで

ございます。 

 ３ページから５ページにかけまして、第１次総

合計画に掲げましたコミュニティなどの８政策に

ついて、政策内の施策ごとに過去３回の調査にお

ける重要度、満足度の推移を数値並びに座標軸で
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示しております。先ほど重要課題となる施策につ

きましては、座標軸的に申し上げますと、２ペー

ジの右下に書いてありますし、また、それぞれの

施策のところにございますが、この右下の重要課

題の部分に分布しているところでございます。 

 めくっていただきまして、５ページ、（２）をお

願いいたします。５ページの（２）につきまして

は、まちづくりの総合評価についての質問でござ

いまして、「満足している」、「やや満足である」と

した割合は増加し、「やや不満足」、「不満足であ

る」と回答いただいた割合は減少になっておりま

す。なお、「満足している」、「やや満足している」

とした割合は５２.３％。「不満足である」、「やや

不満足である」とした割合は２０ポイント以上、

「不満足である」とした分類の２０ポイント以上、

上をいっているところでございます。上回ってお

ります。 

 次に６ページになります。地域再生についての

取り組みをお伺いしておりまして、合併時、要す

るに１０年前との比較で調査しておりますが、「悪

くなった」、「やや悪くなった」の割合が、「よくな

った」、「ややよくなった」の割合を……。「よくな

った」、「ややよくなった」の割合がふえましたの

は、雇用、就業機会、田畑の耕作放棄地、伝統的

祭事芸能、空き家、老朽家屋、リーダーの育成な

どの部分が課題として上げられてきたところでご

ざいます。 

 次に７ページでございますが、地域再生を図る

ための重要な取り組みにつきまして、一番の意見

をいただきましたのは、雇用の創出でございまし

た。次いで、高齢者の福祉、コミュニティビジネ

スの推進、起業の促進などとなっておりまして、

活力の創出に関する取り組みを求める意見が多く

なったというふうに分析いたしております。 

 次に、中段の４の市と市民の協働参画につきま

して、情報の共有を求める意見が最も多く、参画

につきましては、情報の共有を求める意見が最も

多く、次いで苦情、意見への対応、さらには健全

な財政運営などとなっているところでございます。

また、その次に、施策や事業の評価等に関する意

見等が増加しているところでございます。 

 めくっていただきまして８ページは、行政サー

ビスに関するものでございます。（１）は、現在の

行政サービスに対する満足度ということでござい

ますが、「満足している」、「やや満足している」の

割合が６割を超えておりますが、前回よりは若干

減少という形になっております。６割は超えてお

りますが、前回よりも若干減少している部分が見

られました。 

 （２）になります。行財政の健全化に向けた取

り組むべき事項につきましてお伺いしております

が、その中で、組織機構の簡素化や職員数の適正

化で人件費を抑制することが約７割。次いで、業

務の民間委託、施設等の建設事業の抑制など。そ

のような順番となっております。また、社員の確

保や業務の民間委託の割合は、前回よりも増加し

ている傾向にございます。 

 次に、右のページ、９ページになりますが、市

の将来像について。（１）の目指すべきまちづくり

の方向性では、福祉、医療施設等の整ったまちが

一番多く、次いで、次世代エネルギーの利活用等

によるエネルギー都市、さらには自然を生かした

都市などという順番となっているものでございま

す。 

 めくっていただきますと、１０ページから

１８ページにかけましては、八つの政策、４１の

施策別に自由意見を掲載しておりますが、時間の

関係から説明は割愛させていただきますので、後

ほど御参照いただきたいと思います。 

 次に、飛びまして１９ページをお願いいたしま

す。ここからは地区コミュニティ会長さんに対し

ますアンケート調査の概要となっております。

４８地区コミ中４１地区から回答で８５.４％の回

収率となっております。 

 では、調査結果になりますが、一つ目に活動状

況について。（１）では、主な活動がどうなってま

すかということの問い合わせしております。（２）

でございますが、協議会の役割について取りまと

めております。役割につきましては、ますます多

くなるという意見が約７割あるものの、前回より

は減少。あまり変らないと思うという意見が増加

している傾向にございます。ますます大きくなる

という意見につきましては７割程度あるものの、

減少、あるいは余り変らないと答えていただいた

方が若干ふえてるという状況でございます。 

 次に２０ページをお願いいたします。市との関

係において（１）の地域での活動に必要な情報は

何かということでございますが、活動に対する行

政の取り組みや支援が最も多く、次いで、活性化

につながるヒント、ノウハウの提供といった部分
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が求められているように分析されました。 

 （２）協働参画によるまちづくりに必要なもの

につきましてですが、住民の自主的な活動に対す

る財政的支援がもっとも多く、次いで、行政によ

る情報の提供、意識啓発、研修機会の充実などと

いった順番になったものでございます。 

 右側になります。２１ページ、（３）の協働参画

による事業がもたらす効果につきましては、地域

社会の一体感の醸成が最も多い意見となりました。

次いで、住民同士の交流の回復、地域住民の生き

がい向上などの順番となったところでございます。 

 最後になりますが、右下の３番になります。地

区振興計画について、その達成状況についてお伺

いしております。「おおむね達成できている」が

６５％強となっております。他方、「余り達成でき

ていない」とした割合は、前回調査よりも減少し

ておりますので、総じては達成できてるというよ

うな御回答いただいたところでございます。 

 次に、２２ページ、２３ページにつきまして、

今後、力を入れたい活動について自由意見等を政

策ごとに整理しております。住民の意見と同様、

時間の関係から説明は割愛させていただきますが、

これらいただいた意見等につきましては、地域の

地区振興計画の策定等に意見として反映されてお

りますし、それらをみた中で、基本計画等におい

て整理をし、精査したところでございます。 

 以上で、資料２の市民アンケート調査結果の概

要説明を終わります。よろしくお願い申し上げま

す。 

○委員長（持原秀行）ただいま資料２の当局の

説明がありましたので、これより質疑を行います。

御質疑を願います。ありませんか。よろしいです

か。 

○委員（井上勝博）ざっと通ったんで、関係性

というか。まちづくりの評価というかな。合併の

関係で、市町村合併に対する総合的な評価につい

て、「よかった」がふえていて、「よくなかった」

が減っているという結果が出ているわけなんです

けれども、このよかったと思われる方、何がよか

ったということを評価しているのか、よくなかっ

たというのは何がよくなかったというふうに評価

しているのか。その辺が、関係性がよくみえなか

ったもんですから、もう一度その辺を説明してい

ただきます。 

○企画政策課長（上大迫 修）では、資料のほ

う２９ページをお開きいただきたいと思います。

２９ページにつきまして、合併の総合的な取り扱

いの中でさしていただいておりますので。まず、

設問の５につきまして、分析した部分をお示しし

ております。設問の５は、総合的に評価して市町

村合併してよかったと思いますか。次の中から該

当するものを一つ選びなさいということでござい

ますので、三つの選択肢の中から「よかった」、

「よくなかった」という割合が多かったという結

果をお示ししております。 

 なお、設問の６につきまして、合併してよくな

ったと感じること、また、悪くなったと感じるこ

とはどのようなことですか。次の中からそれぞれ

三つを選んでくださいという形で、よかったこと

につきましては１から１３の項目を。悪くなった

と感じるものについてもしておりまして、分析の

中で、満足度、重要度等と合わせて参考とさして

いただいているところでございます。 

 設問は、６番の部分等もイメージしながら５番

の回答をいただいたというふうに御理解いただき

たいと思います。 

 追加で説明さしていただきますと、合併してよ

かったということについての分析を、１００％比

重で申し上げますと、一番多かったものについて

は、地域イメージが向上したというのが全体の

２１.６％ございます。また、ホームページや広報

紙などの情報の公開といったものがサービス内容

として上がったこと。さらに、イベントがふえて

交流が活発になったことなどが上げられておりま

す。その次には、さまざまな公共施設を利用しや

すくなったなどの意見がありまして、そのよかっ

た、満足しているという形の回答をいただいてい

ます。 

 一方、悪くなったということにつきまして、一

番ポイントの高かったものについては、税や費用

など住民負担がふえたという感覚を持っておられ

る方が２２.５％ということでございます。また、

見方としまして１５.９％の方が、行政サービスが

低下したというイメージを持っておられたという

ことでございます。 

 これらの状況を見た上で、設問の５におきまし

て全体としては合併してよかったという形の結果

をいただいたというふうに分析いたしております。 

○委員（井上勝博）それについては、そのデー

タについては、今、説明がされた中に入ってたん
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ですかね。そこのデータはどの辺ですか。 

○企画政策課長（上大迫 修）あくまで全体設

問の５で、よかった、三つの選択肢の中の分でし

か提出しておりませんので、手元にはございませ

ん。 

○委員（井上勝博）すごく大事だと思っていて、

この中心の旧川内の中心の部分の方ではなくて、

私たちは樋脇に住んでいると、合併してよかった

ていうふうに思う方というのは非常に少なくて、

合併して何もよくなかったという声のほうを、す

ごく聞くんですよ。 

 それで、そこのデータというのは、地域ごとに

違ってくるのかなという感じもしますし、その中

身もよかったと思う方が、一番よかったと思うの

はどういうものなのかというようなデータはお示

しいただいて、今後のまちづくりの参考にしたい

と思うんですけど、そういう資料の提出はできる

んですか。地域ごと、そして、このよかったとい

う人たちが何がよかったと思うのか。悪かったと

思うのは何が悪かったと思うのか。そういうもう

少し詳しい資料っていうのは、提出をしていただ

ければありがたいんですけれども。 

○企画政策課長（上大迫 修）本委員会での審

議に必要だということであれば、分析の仕方は、

そのゾーンごとでありますとか－多少地域を

何々町という単位では難しい分がありますので

－できる範囲で、今の説明したものを提出する

ことは可能でございます。 

○委員長（持原秀行）その点については、きち

っと委員の皆さんに提示していただいて議論を深

めたらと思いますので、提出方お願いします。 

 ほかに。 

○委員（谷津由尚）いろいろ御説明ありがとう

ございました。 

 アンケートの概要という非常に重たいんですけ

ども、まず、その５ページのまちづくりの総合評

価のところで、「満足している」、「やや満足してい

る」の合計が５２.３％と数字が、まず一つありま

すね。 

 それと、今度、１ページにいきまして（２）の

市町村合併に対する総合的な評価、これで、「まだ

わからない」という方が５０.３％という。この二

つの数字を見て、私が思うのは、この原因が何な

のかと。さらに重視すべきは、まずはこの１０年

間を振り返ったときに、この市町村合併に対する

総合評価なんですね。ここをまず重視すべきだろ

うと。 

 つまり、ここではこの１０年間、過去１０年間

の市政の効果のバランス－市政のバランスとい

うのが旧川内市圏及び旧郡部圏に対して、どうい

うバランスがとれた政策をとれたか－という結

果であって、それが、この１ページでいうならば、

半数の方が、まだようわからんと答えておられる

わけですね。 

 これを思うのは、一体感ですとか、合併効果で

すとか、経済基盤の活性化ですとか、そういうも

のに対して、まだよくわからないと、結局そうい

うことだろうと思うんですけど。原因を推定した

ときに、例えば、市のアピール不足ですとか、情

報の提供の仕方が悪いですとか。日常生活の中に、

合併効果というものが入り込んでこない。あるい

は関心がないというような方もおられるとは思う

んですが。そういうのを仮説として考えたときに、

ちょっと、飛びますけど６ページの１０年前との

比較で、雇用、就業機会、耕作放棄地がふえた。

もちろん空き家もふえた等々の問題があって、

７ページにいくと、今度７ページの下の今後のま

ちづくりのあり方について大事なことというのが、

一番目が「市民と情報共有し」という。どうもこ

こにくるんではないかと思うんです。 

 ちょっと飛びますが２０ページの活動を進める

上で必要な情報というのが、活動に対する行政の

取り組みや事業などの市に対する情報という。何

が言いたいかといいますと、これざっと見たとき

に、どうしても郡部を含めた薩摩川内市が、１市

４町４村が合併して大きくなって、郡部を含めた

市政のあり方というのをみたときに、いまいち日

常生活の中に、市の今のやり方、効果というのが

出てきてないな、入り込んでないなというのはわ

かります。 

 その原因が、その情報提供の方法にあるのか、

あるいは絶対的な情報不足にあるのか、市の情報

発信の不足にあるのかというところに、どうもそ

の原因系があるように思えてくるんですけど、こ

の辺についてはどのようにお考えですか。 

○企画政策課長（上大迫 修）直接、原因の分

析をして、ここが課題であったというようなこと

を断定するのは難しい部分がございますが、私ど

もが、このアンケート調査を通じまして、「まだわ

からない」という方々に対しては、市の政策の動
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きといった部分をきちっと説明するといった部分

は、反省じゃないですけど、取り組むべき余地が

まだ大きいんだなというふうに感じております。 

 それと、合併してから人口減少でありますとか、

過疎化でありますとか、その合併時点よりもさら

に進んだ社会環境の変化に対して、政策を打ちな

がら合併当時の一体感の醸成や格差の是正という

二つの大きな課題に取り組んできておりますので、

そういった部分からしますと、２ページに書いて

ありますとおり住民の満足度が低く、重要度が高

いといった部分については、合併前にもありまし

たが、合併後においても同じような課題が、かな

り重要になってきたんだなというふうに捉えてい

るところでございます。 

 それと、合併時に地区コミュニティ協議会制度

を発足させまして、地域の課題に、地域も市も一

緒に当たっていくような形の体制をしております

が、その中でも、まだ行政のまちづくりに対する

情報とか必要だなといった部分については、今後

の構想及び計画の中で消化していきたいというふ

うに考えているところでございます。 

 合併前から抱えてきた課題、合併後に抱えてい

る命題といったものにつきまして、究極の打開策

というのがシャープに描けて、住民の方々にお伝

えできるといったものは、多分、施策の中では少

ないものというか、なかなか伝え方が難しいとい

った部分を、端的に数字が表しているものという

ふうに考えておりますので、今後の取り組みにお

いて、谷津委員から御指摘いただいたような部分、

情報の提供のあり方とか、そういった部分につい

ては改善、よりベターになるように取り組みたい

という考え方だけお示しさしていただきたいと思

います。 

○委員（谷津由尚）今の御答弁で、私は納得は

しました。例えば、この６ページの上のほうの、

例えば、地域再生に向けた取り組みでは、空き家

がふえたとか、耕作放棄地がふえた、こういう問

題というのは日本全国の問題であって、逆に、何

もしなくてもこれは起こるわけでして、それに対

して、これを完全に食いとめるというのは、多分、

非常に難しいことだろうと思うんですね。ですか

ら、今、課長がおっしゃいましたように、そうい

うことを少しでも効果を出すためにコミュニティ

を中心とした機能的に、今からやっていかんにゃ

いかんという方向づけは、私は正しいと思います

ので。 

 こっから先の議論は、この後になりますので、

それでよろしいと思います。 

○委員（井上勝博）先ほど資料の提供をお願い

したわけですけども、例えば、男女別についての

データはないですし、年齢もどの辺の年齢が一番

多いのかというのがわからないし、それから、地

域別もどこが一番地域が多かったのかとかという

のも、この評価の中に入ってないですよね。だか

ら、例えば、生データといいますか、基本になる

データですよね。その男女別はどのぐらいのパー

セントだったのか、そういったのはそんなに難し

くない資料だと思うんですよ。それを出していた

だいて、分析した結果を、評価を載せるだけでは、

その評価を何か意図的に、いろいろ操作されてい

るというふうには思いませんけれども、ただ前、

アンケートの問題で言うと原発の動いてる、動い

てないという関係でとられたアンケートていうの

は、非常に、私は恣意的なアンケートの評価の仕

方だったというふうに思ってるんです。 

 だから、その辺のデータをきちっと示していた

だくということは、そんなに難しいことじゃない

んじゃないかなと、生データをですね。それをお

願いしたいと思うんです。先ほどのやつはいらな

いです。もう、その生データが出ればそれで結構

です。 

 いや、疑ってるていうんじゃなくて、そういう

生データからいろいろと分析もしていかないと、

評価が正しいのかどうかちゅうことについては、

私たちが考える材料にならないというふうに思う

のでお願いしたいと思うんです。 

○企画政策課長（上大迫 修）今、井上委員の

言われました実際取った生の数字ですね。どうな

ってるのかということでございますが。私どもの

ほうも３,０００人なり、４８地区コミの皆さんか

ら集めたデータを生の状態で見るというのは、ア

ンケート調査用ですね。 

 ですけど、それだけでは、なかなかできないと

いうことで、全体としますと三百七、八十ページ

になるような形で、一応、取りまとめてはおりま

す。先ほど、一端としてそのどこが不満足だった

のか、満足だったのかということのデータは提出

すると申し上げましたが、もしお出しするとする

と、何ら隠し事するつもりはございませんので、

三百何ページのアンケート調査をそのまま出さし
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ていただくということも可能ではございます。 

○委員（井上勝博）大体、皆さんも、議員の皆

さんもＰＤＦで見ることは可能だと思うんですよ。

紙はもう大変ですから、ＰＤＦデータで出してい

ただければ、もう十分じゃないかなと思うんです

よ。お金もかからないし。どうでしょうか。 

○企画政策課長（上大迫 修）ＰＤＦで出すか、

ペーパーでするか、事務局と打ち合わせをさせて

いただいて、適切な方法でお届けさせていただけ

ればというふうに思いますが。 

○委員長（持原秀行）必要であると言われる委

員の方は、そういうので、直接見ていただければ、

それでも結構ではないのかなと思いますけど、そ

れをしっかりと事務局のほうとまた協議をしてい

ただければというふうに思います。よろしいです

か。 

 であれば、出せれるということであれば、出し

ていただきたいなということがあるんですが、い

かがでしょうか。 

○企画政策課長（上大迫 修）アンケートの結

果につきましては、出す方向で事務的調整をさせ

ていただきたいと思います。 

○委員長（持原秀行）ほかにございませんか。 

○委員（森満 晃）すいません。今のこのアン

ケートで、３,０００人は無作為に抽出ということ

で、９４６人回答があったということで、その

９４６人というのは、市全体の均等したところか

らの大体回答だったのか。その辺ですね。 

 それと、もう１点は、地区コミの会長さんが

４８地区から４１人ということで、何名か出して

いらっしゃらないんですけども。これについて、

もう、忘れてたのか、再三、お願いしたんだけど、

うちは出す必要がないというような回答で得られ

なかったのか。その辺が、もしわかりましたら教

えてください。 

○企画政策課長（上大迫 修）３,０００人の

抽出につきましては、男女、年齢、居住地、家族

構成等をデータ的に、複合的に絡ませまして無作

為にしておりますので、特定の地域に偏ったもの

ということではございません。満遍なく、必要な

抽出数量を特定させていただいて、３割ですので、

分析に必要な回答を得たというふうに考えており

ます。 

 地区コミの会長さんに対しまして４８地区にお

願いしたところではございますが。当然、お願い

するに際しまして、こういうお願いをしますとい

うことも申し上げておりますし、最終的に返して

いただいたのは４１ということですので、２割の

方は地区から上がってきておりませんけど。これ

において、出しなさいという催促の強さというの

はいろいろあるでしょうけども、極端に、出さな

いとだめですよというな形の催促までは至ってお

りません。 

 御協力をお願いしたということで整理をさせて

いただいておりますので。出てませんので、いつ

まで出してくださいという形のところまでは、ち

ょっと手をかけなかったところがございます。 

○委員長（持原秀行）よろしいですか。ほかに

ございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（持原秀行）質疑は尽きたと認めます。 

 次に、委員外議員から質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（持原秀行）質疑はないと認めます。 

 以上で、市民アンケート調査結果の概要につい

てを終わります。 

────────────── 

△第１次薩摩川内市総合計画の総括につい       

て 

○委員長（持原秀行）次に、第１次薩摩川内市

総合計画の総括について、当局に説明を求めます。 

○企画政策課長（上大迫 修）では、資料３で

ございます。 

 第１次総合計画の総括について説明させていた

だきます。 

 資料３をお手元に準備いただきまして、まず、

表紙をごらんいただきたいと思います。総括の手

順フローを示しております。 

 第１次総合計画に掲げました４１の施策につい

て、期間中に実施した取り組みの内容及び取り組

みの量、それと、取り組みの成果の検証を組織内

部におきまして、内部評価し、これに、先ほど説

明させていただいきました市民アンケート調査に

よります施策に対する満足度、重要度等を数値化

した情報を加え、さらに、これらの施策を取り巻

く社会情勢の変化等を踏まえて、今後における施

策展開上の課題、問題点等を整理しているところ

でございます。 

 このような手順フローで消化した内容を第２次

総合計画では、取り組みに反映していくこととい
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たしたものでございます。 

 では、１ページをお開きいただきたいと思いま

す。 

 ここにつきましては、第１次総合計画を復唱す

る形になりますが、第１次総合計画の政策体系、

施策体系を１ページから３ページにお示ししてお

ります。 

 特に、政策体系につきましては、八つの政策、

それぞれの政策ごとに複数の施策等がございまし

て、合計しますと４１の施策を３ページまでに記

載させていただいております。 

 めくっていただきまして、４ページをごらんい

ただきたいと思います。「Ⅱ．計画期間における社

会経済環境の変化」について、（１）、これは策定

時でございます。（２）は下期計画策定時の、この

二つのポイントで計画の背景と課題等を整理して

おります。 

 次に、２の「現状における社会環境」につきま

しては、第２次総合計画の策定を開始しました現

状での課題としまして、５ページにかけまして、

五つの課題を整理をさせていただいております。

少子高齢化、人口減少の到来といった部分。 

 ５ページの（２）では安全・安心志向の高まり

に関すること、三つ目には環境エネルギー問題の

深刻化に関すること、四つ目にはグローバル化の

進展、五つ目には価値観の多様化といったものを

整理をしたところでございます。 

 次に、７ページをお願いしたいと思います。「政

策別の主な取り組みと今後の課題」について、各

政策ごとに整理をいたしました。 

 一つずつでございますが、まず、一つ目、コミ

ュニティ。「コミュニティを活かし、地域力を育む

まちづくり」につきましては、コミュニティ協議

会の発足と地区振興計画の策定取り組みにより、

地域独自の取り組みが実現されていること。 

 今後とも、その展開が求められることとし、さ

らに、市民の団体の活動支援やコミュニティセン

ターの環境整備、閉校後の利活用などの課題に対

していく必要があるというふうに整理をいたしま

した。 

 「（２）健康で共に支え合うまちづくり」につき

ましては、特定健診などの各種保健事業、高齢者

の社会参加促進、待機児童解消のための保育所整

備、放課後児童クラブの設置支援、子育て環境の

充実などに取り組んできたこと。 

 今後におきましても、検診の受診率向上や医療

費の、社会保障全体としてなりますが、医療費の

抑制、介護予防の充実、子育て環境の充実などが

求められている課題があるというふうにいたして

おります。 

 次に、（３）教育文化に関してでございますが、

「地域の特色を活かした教育文化のまちづくり」

につきましては、各種講座等での生涯学習、人形

浄瑠璃等に代表されます、そういう伝統の伝承、

増田家住宅の公開、スポーツ交流研修センター等

の整備などにより、文化・スポーツの振興、グ

リーンツーリズムなどの地域間交流、学校施設等

の整備、小中一貫教育の実施などに取り組んでき

たこと。 

 今後、さらに、市民ニーズに合った生涯学習活

動や教育指導者の育成、学校、家庭、地域が連携

した学習環境の確保、スポーツ・文化の振興、地

域活動を支える人材の育成など幅広くなりますが、

これらの取り組みの必要があるというふうに整理

したところでございます。 

 また、右側の（４）快適なまちづくりですが、

「誰もが安心して快適に暮らせるまちづくり」に

つきましては、これまで、防災行政無線の個別受

信機の設置、消防庁舎の建設着手、自主防災組織

の育成、災害時要援護者の避難対策のほか、太陽

光発電施設等の設置に対する補助でありますとか、

汚泥再生処理センターの整備などに取り組んでき

ております。防災環境面での向上に取り組んでき

たとし、また、一方で、藺牟田池のラムサール条

約の登録でありますとか、甑島の国定公園化の動

き、次世代エネルギーの導入などにも取り組んで

いること。 

 今後においても、これらの取り組みを進めなが

ら、高齢者化の進展に伴います災害時要援護者の

対策、ごみ焼却場の最終処分でありますとか、下

水道の接続向上、水道インフラ等の耐震化など取

り組むべき課題が多くあるというふうに整理をい

たしました。 

 （５）でございます。産業に関することでござ

いますが、「地域力を発揮し産業活力を創出するま

ちづくり」については、１次産業の担い手、後継

者の育成や起業・創業の支援、企業誘致、観光振

興、シティセールスの推進などに取り組んできた

こと。６次産業や地域資源を活用した成長戦略の

展開に動き出していること。 
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 今後さらに、内発的で持続可能な産業の育成、

商品力による情報発信の強化、スポーツ観光の振

興、観光ブランドの確立。さらには、川内港コン

テナターミナル機能の拡充などが産業分野におい

ての課題というふうに整理をいたしました。 

 ６番目、都市力に関しまして、「都市力を創出す

るまちづくり」につきましては、新幹線等に対応

した道路交通ネットワークの整備、区画整理によ

る住環境等の整備、本土甑島間の光ケーブルの敷

設などを推進し、また、懸案でございました藺牟

田瀬戸架橋の事業化、川内甑島航路の開設、川内

港の国際コンテナ航路の拡充などが図られてきた

こと。 

 今後におきましても、道路情報通信基盤の整備

などによる利便性向上を図りながら、インフラの

適正管理と計画的な維持更新がより求められるこ

と。 

 さらには、土地利用、都市機能の観点からコン

パクトなまちづくりや空き家バンク等を活用した

定住支援策の検討等が求められているというふう

にいたしました。 

 次ページにかかりますが、次、７番でございま

す。市民参画に関し、「みんなで進める市民参画の

まちづくり」につきましては、まちづくり懇話会

並びに女性５０人委員会、市政モニター制度、パ

ブリックコメント制度などによりまして、市民の

皆様の意見を市政に反映する仕組みが築かれたほ

か、ボランティア市民活動を支援する制度の創設、

情報公開にも取り組んできたこと。 

 さらには、ＦＭさつませんだいの開設などもあ

り、市政関係情報の発信が幅広く行われつつある

こと。 

 今後さらに、意見交換の機会拡充、パブリック

コメントの手法改善、市民団体の設立支援、女性

参画の促進など、協働のまちづくりを実践するた

めの課題が多くあるというふうに整理をいたして

おります。 

 次に、９ページになっておりますが、（８）の行

財政運営に関し、「持続可能な行財政運営の推進と

政策形成能力の向上によるまちづくり」について

は、行政改革大綱、財政運用プログラム策定のほ

か、総合支援窓口システムの開始、指定管理者制

度の導入、入札制度改革の実施など。 

 さらには、資産の見直し、コンビニ収納、証明

のコンビニ交付などにも取り組みをし、今後にお

きまして、これまで以上に行財政改革を推進する

ことに加え、市有施設などの老朽化等を踏まえた

統廃合、重要度や優先度によります行政経営への

実現、選択と集中を基本とする財政運営手法の確

立などが求められているということで整理をいた

したところでございます。 

 ここで、次になりますが、１０ページをごらん

いただきたいと思います。 

 Ⅳの「施策別の総括」になりますが、先ほど、

第１次総合計画の総括資料を説明した際、内部評

価と市民アンケート調査についてふれましたが、

各施策を総括する際、内部評価及び市民アンケー

トの結果をそれぞれ区分、座標化しております。 

 申しわけありません。ここで、見ていただいた

ほうが早いと思いますので１１ページをごらんい

ただきたいと思います。１１ページの下段になり

ます。 

 内部評価の結果、市民アンケート調査を見てい

ただきたいと思いますが、ごらんのように内部評

価につきましては、縦軸を取り組みの内容、横軸

を取り組みの成果とし、それぞれの状況を判断、

計画どおり達成、手法に課題、効果に課題、ある

いは手法と効果の両方の課題があります。いずれ

かの整理をいたしております。 

 市民アンケートにつきましては、平成１７年、

平成２０年、平成２４年の各調査数値を、調査結

果を数値化し、縦軸に満足度、横軸に重要度とし、

調査時点での位置変化を図に示しております。 

 なお、区分や数字の整理手法につきましては

１０ページにお示しておりますので、説明は割愛

させていただきます。 

 では、本ページを用いまして、各施策の総括を

どのような項目で整理しているのかについて説明

申し上げます。 

 本ページは、地区コミュニティを活かした仕組

みづくりの施策になっておりますが、（１）は目的

でございます。 

 目的は、第１次総合計画の施策の展開方向を記

載しており、その施策の対象を意図として、対象

がどのような状態になっているのか目指した政策

の構想であるということを目的のところにお示し

しております。 

 （２）につきまして、主な取り組みの内容につ

きましては、第１次総合計画期間内で何を展開し

たのか。何に取り組んだのかを記載してございま
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す。 

 （３）は、そのことによって、主な取り組み成

果というのは、どういうものがあったのかという

ことについて、内部評価による結果概要を記載し

てございます。 

 次に、（４）施策の評価につきましては、先ほど

申し上げましたとおり、内部評価及び市民アン

ケート調査の部分を座標化、数値化してお示しし

ております。 

 次に、右側でございますが、その上で取り巻く

情勢、今後の施策展開において踏まえるべき社会

情勢、環境等の要因、変化をどのように考えてい

るのかということが記載してございます。 

 最後に、（６）につきまして、課題等は問題点と

課題ということでしてございますが、（１）から

（５）までを見ましたときに、今後のこの施策に

おいて取り組むべき問題点、課題がどこにあるの

かというところを一施策ずつ整理をしてきており

ます。 

 このページから９２ページまで４１の施策につ

いて、同様の分析をいたしたところでございます。 

 なお、時間の関係から各施策の説明は割愛とさ

せていただきますが、左下の内部評価の部分につ

いて、若干、触れさせていただきたいと思います。 

 ４１施策中、計画どおり達成とした施策は、

４１施策のうち３２施策が計画どおり達成したと

いうふうに内部評価させていただいております。 

 また、手法に課題があるといった部分の内部評

価しましたのは６施策でございます。 

 効果に課題があるというふうに捉えましたのが

１施策でございます。 

 最後、手法と効果の両方に課題があるものとい

うふうに整理をしましたのは２施策でございます。 

 これは、内部評価の部分で申し上げております

が、全体としまして市民アンケート等と相対的に

見ていただきたいというふうに存じます。 

 また、市民アンケートの結果におきまして、平

成２４年度時点で満足度と重要度双方が高いもの、

右上のボックスに入りますのが、ここにつきまし

ては７施策。 

 それと、満足度は低いが重要度が高い。先ほど、

重要課題というふうに申し上げました施策が右下

の１４施策。よろしいでしょうか。 

 それと、満足度は高いが重要度が低いというふ

うに回答いただきましたのが１３施策でございま

す。 

 あと、満足度と重要度のどちらも低いというふ

うになっておりますのが７施策というふうに分析

してあったかと思います。 

 これは外部的なアンケート。先ほど調査表見て

いただいたものから、また、後ほどお出しする資

料から出てきているものとなってきております。 

 以上が、第１次総合計画の総括に関し、分析し

たフロー、また、内容としての説明でございます。

よろしくお願い申し上げます。 

○委員長（持原秀行）ただいま当局の説明があ

りましたので、これより質疑を行います。御質疑

を願います。 

○委員（小田原勇次郎）１点だけ教えてくださ

い。 

 最後に、課長が御説明をされた施策の評価につ

きまして、内部評価の結果、計画どおりに達成し

たというのが、実に、３２施策あるというこの現

状の中において、市民アンケート結果が、計画ど

おり達成したけれども住民の満足度を得られてお

らないという、この状況について、行政としては

どのような捉え方を、今までの行政運営について、

どのような総括をされたのかをお聞かせいただき

たいんですが。 

○企画政策課長（上大迫 修）内部評価のほう

につきましては計画どおり達成したという割合が

全体の６、７割を超えているぐらいの数字に対し、

アンケート調査につきましては、まだ、重要度が

ありつつも満足度が上がっていないといった評価

につきましては、どのように評価したかというと、

事実とすると、市民アンケートの調査のほうの外

部的な意見について、このような状況であったと

いう事実を確認したということが、まず１点ござ

います。 

 それと、私どもが施策を展開するに当たりまし

て、実行サイドにつきましては計画どおりしつつ

も、住民の皆さんの満足度が上がっていないとい

うことについては、先ほどの議論のありましたと

おり、情報の出し方等も含めて、今後、どのよう

にするのかというのを考えさせられた部分はある

というふうに考えているところでございます。 

 特に、財源等も含めて限りがある中でやってい

く段階で、一番手前の部分の課題をクリアしつつ

も、住民の皆さんがその先、その先を捉えておら

れたりする分がありますので、今後、どのように
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施策ごとの目標を掲げ、どのようにアプローチし

ていくのかということを考える重要なきっかけに

なったのかなというふうに考えておりまして、後

ほど説明申し上げます次期総合計画では、部長が

申し上げました施策としての目標の設定でありま

すとか、住民の皆さんと行政との役割分担である

とかいった部分をきちっと整理をしながら、説明

しやすくてわかりやすい計画とする一助になった

ものというふうに考えているところです。 

○委員（小田原勇次郎）総括について、課長の

御意見について異論を挟むつもりはありません。 

 以前、私は前期の議会の最初、１期目の議会の

時代に、一般質問の中で、末吉興一という北九州

市長を２０年務められて、内閣官房参与を務めら

れた方の自治体の１０の反省というのを一般質問

で述べさせていただきました。 

 その中に、自治体の反省事項としての１０のポ

イントの中に、住民の満足度で政策を展開して来

なかったというのが反省としてあったというのを、

私は述べさせていただきました。まさに、これか

なと。 

 住民の満足度で政策がなされておられないとい

う部分について、行政、そして、議会我々ともに

反省して、今後、望んでいかなければならないの

かなという部分を、非常に、認識をもったという。 

 これは質疑ではありませんので、私が認識を持

ったという部分ですので、コメントとして認識し

ていただければありがたいなと思っております。 

 以上です。 

○委員（井上勝博）７ページのところの政策別

の主な取り組みと今後の課題ということで、今ま

でと大雑把に見てこういうことをしてきましたと。

今後はこうしますという内容でまとめられている

んだと思うんですけれども。 

 私は、やっぱり、先ほどのアンケートの中でも、

福祉をもっと充実してほしいという声があって、

確かに、（２）に「健康で共に支え合うまちづく

り」というところで、医療費の中学校終了までの

無料化と、また、児童クラブの設置支援など、こ

ういうことで進められてきて、ある程度、充実し

てきていると思うんです。 

 ただ、例えば、中学校終了時までの医療費の無

料化については、もう、県内で、高校卒業までと

いうのはどんどん出てきてまして、中学校卒業ま

でというのは当たり前になってきてる状況がある

んですよ。 

 そういう点では、さらに、「健康で共に支え合う

まちづくり」のところで、この発展をというふう

に考えていいんじゃないかと思うんですが。しか

し、今後の考え方としては、受診率の引き上げや

医療費の抑制とか、介護保険の一次予防、二次予

防の総合的展開や介護予防リーダーの育成、認定

こども園の開設など、何か具体的なものが見えな

いというかですね。 

 じゃ、ほかはみんな抽象的なのかといいますと、

例えば、（５）のところをいうと、川内港コンテナ

ターミナル機能の充実とか、スポーツ観光の推進

とか、６次産業化とか、結構、具体的になるわけ

ですよ。 

 しかし、（２）のところは具体的にこれから福祉

を充実させるために何をするのかというところが

あまり見えないというのは、どうしてなんだろう

と。 

 もっと自治体の仕事の重点ですので、また、ア

ンケートでも一番要望の強いところですので、こ

この充実というか、今後の課題として、もっと大

きなものを打ち出してもいいんじゃないかなとい

うふうに思うんですが、その辺の考え方を御説明

いただきたいと思います。 

○企画政策課長（上大迫 修）議員は７ページ

の政策の取り組みと主な課題といった部分につい

ての言及をされておられまして、意見を述べられ

ました。 

 ここでとりまとめておりますのは、私どもが今

後、２次総合計画に対して取り組む上で、課題と

して踏まえるべき点、大きなポイントを整理して

おります。 

 それぞれの施策の違いはありましても、一番難

しい社会保障分野におきまして掲げたキーワード

というのが課題であるというふうに、１次の振り

返りから整理をさせていただいいたといふうに思

っておりますので、個別具体的な２次総合計画の

政策及び施策の内容については、今後の委員会等

での意見を踏まえて、御意見の整理をさせていた

だきたいというふうに考えております。 

○委員（井上勝博）ここで、細かいことを言っ

てるわけじゃないんだという話だと思うんですね。 

 しかし、細かいことを言っているわけではない

んだけども、ここの（２）のところで、これから、

さらに、福祉が充実していくんだろうかというと
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ころは、なかなか見えづらい表現だなというふう

に思ったもんですから、そういうふうにお話した

わけで。 

 また、そういう細かい問題についても議論する

ところがあると思いますので、そこで、また、議

論していきたいと思います。 

○委員（谷津由尚）同じく７、８、９ページな

んですが、今後の課題という、つまり、第１次総

合計画での活動の反省を踏まえて、第２次に対す

る課題ですよということなんですけど。 

 ちょっと、ここで、見えないのは、第１次総合

計画、つまり、過去１０年の活動を振り返ったと

きに、先ほどと類似しますが、旧川内圏と４町

４村、周辺地域の地域格差というのをどのように

捉えておられるのか。 

 それが、次の１０年に対して、どういうものを

課題とされているのかというのが、ちょっとここ

で見えないもんですから、これが一つ目の質問と

します。 

 二つ目の質問ですが、その核にあるのはなんで

すかということです。 

 ちょっと、質問の背景、簡単に言いますと、本

市が６８３平方キロという非常に広大な地域にあ

って、私が、次の１０年というのの大きなテーマ

というのは、この地域格差にどう向かっていくの

かというのが、その一番の課題になるだろうと思

うんですね。いろんな面で。 

 そうしたときに、この第１次総合計画の反省及

び課題整理がきちんとできてないと、第２次総合

計画にきちんと反映されないなという、そこが、

まず、一番のキーポイントだろうと思ってます。 

 そういう意味で、第２次総合計画に対するビジ

ョンというのは、非常に重要だろうと思うんです

が、以上２点、質問です。 

○企画政策課長（上大迫 修）第１次総合計画

を振り返ったときに、ゾーンごと、川内地域、

４町４村地域での格差をどのように捉えてきたか

ということでございますが、住民の生活に直轄す

る部分では、医療の問題でありますとか、教育の

問題、情報通信の問題という部分については、

個々、個別具体的に対応してきたというふうに考

えてきております。 

 本土と甑島地域の情報格差につきまして、光フ

ァイバーの設置をしたり、また、教育につきまし

ては、小規模校、大規模校含めて、等しく、水準

の高い教育が受けられるような教育環境、施設等

の整備もいたしました。 

 それと、医療費につきましても、甑島の方々が

本土で医療を受ける問題、また、第二次医療等が

的確にできるように、その中核医療機関に対する

助成を行うなど。また、健診等につきましても、

費用負担の統一を図るなどという形で格差の是正

を図ってきたということになります。これは、今

後の問題としても、まだ、引き続くことがあるか

と思います。 

 それと、今後のまちづくりの核として、課題の、

メインのものは何になるのかということでござい

ますが、議員御指摘、また、後ほど説明申し上げ

ますけども、アンケート調査や市民の意見の方々

からしますと、やはり、活力に関しての雇用とか、

働く場といった問題がメインテーマの一つになろ

うかというふうに考えております。 

 それと、安全・安心でございまして、この安

全・安心の中には、災害とかいうことに対するこ

ともございますが、地域で医療福祉が受けられ、

生活できるという集落活動というんですかね。 

 そういった部分の支援といったもの、対応とい

ったものが、多分、政策の中の大きな柱になると

いうふうに捉えておりまして、それらを第２次総

合計画の中では議論もさしていただいたところで

ございます。 

○委員（谷津由尚）今おっしゃったのは、

１１ページ以降のアンケート等の内部評価と市民

アンケート結果という、そこに、ある意味、反映

されなきゃいけないんですが、この市民アンケー

ト結果で見たときに、まず、優先すべきは右下に

あるテーマですよね。 

 つまり、重要度は高いんだけど満足度が低いと

いう。これに対しては、まず、アプローチしなき

ゃんだろうと。その次が左下ですね。重要度は低

いんだけど満足度も低いという。多分、この順番

でアプローチしなきゃいかんだろうと思ったとき

に、２１施策がそこに該当するんですけど。今、

おっしゃった核となるのが、活力ですとか、雇用、

安心安全、そういうものが核となって、やってい

かないかんというふうに捉えておられるというこ

となんですが。 

 今、言いました２１施策と、そこの、そういう

ふうに把握しておられるということはリンクして

ますか。 
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○企画政策課長（上大迫 修）今、リンクして

いるのかということにつきましてでございますが、

例えば、６５ページ、６６ページをごらんいただ

きたいと思います。 

 先ほど、働く場、雇用の部分について重要であ

るということがありましたが、内部評価的には、

計画どおり達成しながらも、右下、重要な課題と

いう形で指摘をいただいておりますので、これに

つきましては、外部の意見といいますか、市民の

皆さんの客観的に捉えた部分からも活力に対して

取り組むべき政策ということでリンクはいたして

おります。 

 ただし、全ての政策においてリンクしているか

と申し上げますと、そうではない部分もあろうか

というふうに感じてはおります。 

 よって、住民アンケートのほうから、最重要課

題となっているものに対して１００％計画内容と

して対応できているかどうかというのはこれから

の議論にはなりますが、基本的には対応できてて、

ただし、オールラウンドではないといった部分が

あるかもしれません。そこについては。 

 そこは、今後の進め方の中で整理をさせていた

だく余地も残っているというふうに御理解いただ

いたほうがよろしいかと思います。 

○委員長（持原秀行）ほかにございませんか。 

○委員（井上勝博）基本的なところで、私が見

逃しているんだと思うんですけど。 

 満足度という点では、このアンケートの中で、

政策的によかった、悪かったっていう、そういう

満足度で図れるのかなというふうに思うんですが。 

 この重要か、重要でないのかという問題につい

ては、これは、アンケートから、どういうところ

からこういう数字が出てくるんですか。 

○企画政策課長（上大迫 修）アンケート調査

表の中で、どのように満足度、重要度を補足した

のかということについて、まず最初に申し上げま

す。 

 資料２の３１ページをごらんいただきたいと思

います。 

 それぞれの政策及び施策ごとに、現在の評価、

今後の要望ということから満足度につきまして四

つの項目を、重要度については、また、四つの項

目ということで、こちらに対する回答という形で

整理をしております。 

 それが１点と、満足度につきましては住民の皆

さんの感覚でございます。また、今後の重要度に

つきましても、回答をいただいた形のものではご

ざいますが。政策、施策を練らしていただくとき

に、住民の皆さんの重要度と、行政として、施策

として抱えている課題が、若干、トーンの違う部

分があろうかと思いますけど、それらが全体政策

の中で、どのように展開すべきかということを見

る一つの指標として用いて、第２次総合計画の施

策等については議論させていただいておりますの

で、住民の皆さん方が重要だといったものが、確

実にその施策の上位にくるのか。どこまでやって

いくのかというのは、それぞれ政策全体を捉えな

いと判断できない部分がありますので、一律、そ

れが全て重要だという形の判断が取れるものかど

うかというのは、私どものほうも検討する段階で

は、頭を悩めたところでもございますので、その

点、御理解いただきたいと思います。 

○委員長（持原秀行）ほかにありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（持原秀行）質疑は尽きたと認めます。 

 次に、委員外議員から質疑はありませんか。   

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（持原秀行）質疑はないと認めます。 

 以上で、第１次薩摩川内市総合計画の総括につ

いてを終わります。 

────────────── 

△まちづくり意見交換会実施結果の概要に

ついて 

○委員長（持原秀行）次に、まちづくり意見交

換会実施結果の概要について、当局に説明を求め

ます。 

○企画政策課長（上大迫 修）では、資料４、

まちづくり意見交換会実施結果の概要について説

明いたします。資料、手元にお願いいたします。 

 表紙のほうになりますけども、まちづくり意見

交換会につきましては、昨年１１月に、市内

１１箇所で開催。３７５名の方に参加いただきま

して、意見総数については、延べ１９８となった

ところでございます。 

 ここで、９ページをお開きいただきたいと思い

ます。 

 ９ページから３５ページまで、先ほど、市民の

皆さんのほうに、振り返りなり、施策に対する姿

勢といったものをどのように説明してきたのかと

いうことでございますが、９ページから目次等を
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見ていただきますと、総合計画とはどういった位

置づけたもとに、市が市政の中に位置づけている

のかということ。 

 それと、２次総合計画の策定に当たりましては、

市民意見を反映することがいろんなステップを持

ち、第三者的に客観的な機関等も設けながらやっ

ていることを申し上げてきております。 

 さらに、意見交換会では、どのようなことを聞

きたいのかということにつきましては、一番満足

されてない点、足りない点はどこですかというこ

と。 

 また、今後、薩摩川内市として取り組むことは

何でしょうかといったことについて、意見を聞き

たいということなどをお示ししているところです。 

 また、さらに、第１次総合計画の部分になりま

すけど、１８ページ、１９ページ以降に記載して

ございますが。先ほど来、１次の総括のときに、

一つの政策の中でどんなことに取り組んできたの

か、どういった課題があるのかということも、少

ないボリュームではございますが、一通り、八つ

の政策につきましてお伝えする中で、意見をいた

だくことといたしました。 

 また、２２ページ、先ほど、住民アンケートの

結果概要につきまして、概要しか記載してござい

ませんが。３２ページには、住民、まちづくりに

対する満足度、合併についての考え方等について

も、意見等を開陳といいますか、お示ししながら、

整理をさせていただいたところでございます。 

 このような資料等で、冒頭説明申し上げ、参加

者からいただいた意見ということになっておりま

す。 

 １ページをごらんいただきたいと思います。 

 １ページにつきましては、意見交換会で出され

た意見につきまして、政策、施策別の分布をお示

ししております。多かった意見について網をかけ

ておりますが、多かった順で申し上げますと、真

ん中ほどに、施策を４１番までふった欄がござい

ますけども、３２の「道路・交通ネットワークの

整備」が一番多かった意見でございます。 

 次に、２８の「商工業の振興」。次に、２９の

「観光の振興」。その次には、４０の「実効性の高

い行政経営の推進」。次には、１９番の「防災・生

活安全対策」。また、２５の「農業の振興」などに

対する意見が多い順番となってきております。 

 これにつきまして、アンケート調査等の比較等

もしますと、やはり、生活に関する道路ネット

ワークの部分もありますし、活力に関すること、

しっかりとした行政経営に関することなどという

意見がその多くを占めたというふうに理解したと

ころでございます。 

 なお、２ページから８ページにかけましては、

政策、施策別に各会場での意見を掲載しておりま

す。 

 これにつきましては、先ほど井上議員のほうか

らございましたが、それぞれの地区で出ている意

見が違うんじゃないかということにつきましては、

こちらのほうに、資料等お示ししておりますので、

後ほど御参照いただければという次第でございま

す。 

 以上で、私どものほうからの意見交換会実施に

関します概要説明を終わらせていただきます。よ

ろしくお願い申し上げます。 

○委員長（持原秀行）ただいま当局の説明があ

りましたので、これより質疑を行います。御質疑

を願います。 

○委員（小田原勇次郎）１点だけ。これは指摘

というよりも、意見としてお受け取りください。 

 私も、可能な限り、意見交換会には全て出させ

ていただきました。そして、私も、冒頭、部長が

御説明がありましたように、市民にわかりやすい

計画づくりをという部分についても触れさせてい

ただいた記憶がありました。 

 そうした中で、どうしても、こういう意見交換

会を実施されますと、例えば、地区コミの役員さ

んであるとか、自治会長さんであるとか、そうい

う役員に、どうしても動員というわけはないんで

しょうけども、お声がかかって、いわゆる、一般

市民の方々がなかなか参席しづらいという状況は、

多分、私が参加した会場についてはそういう傾向

が見られたんで、ほかの会場がどうだったか私は

存じあげませんけれども。それを一つの指標とし

て、意見集約という形で、行政として取りまとめ

られることについて、異議は申しませんけれども、

今後の政策展開につきまして、やはり、一般市民

のサイレントマジョリティという部分についての

声をどう反映させていくかという部分についても、

意を尽くさないと住民の満足度というのが上がら

ないのじゃないのかなという部分。 

 ここあたりを、今後の住民の協同参画、共生協

働と住民参画のまちづくりをうたう薩摩川内市が
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どう、住民の声を吸い上げいくかという部分に意

を尽くす必要があったのかなあと思える意見交換

会であったという私なりの感想でございましたが、

何か課長のほうからコメントがあればお聞かせく

ださい。 

○企画政策部長（永田一廣）ただいま小田原委

員のほうから、まちづくり意見交換会について御

意見というか、アドバイスだったかと思います。 

 この意見交換会、昨年の１１月、一月間に集中

的に実施、開催しました。当時の新聞でも参加者

が少ないとか、いろいろ記者の目の中で御指摘い

ただいて、我々、反省すべき点であったかと思い

ます。 

 今回、呼びかけたのは、広くその地域の地区コ

ミ内の市民の方々というお願いしたんですが。周

知はしたつもりなんですけども、結果として、役

員の方々が、やっぱり、役員は出ようかというの

が、心としてあって、結果、役員の方々が多い地

区もありました。 

 決して、役員さんにということじゃなかったん

ですけれども、結果としてはそうでした。 

 そういった参加者もそうなんですが、数が少な

かったという点につきましても、今後、意見交換

会を開催するときは、回数を減らす、あるいは、

時間帯についても配慮するとか、そういったのを

十分、研究する必要がある。これは、全庁的な問

題としてありました。 

 それと、意見交換会に限らず、市民意見公募、

パブリックコメントという手法も取っております。 

 少し残念ながら、寄せられる意見というのが少

ないという傾向にございますので、引き続き、よ

りよい意見公募、公聴のあり方については、不断

に検討を加えて進めたいと思っております。御指

摘と承っておきたいと思います。 

○委員（成川幸太郎）見解を教えてください。 

 この施策別意見数の中で、保健福祉に関する意

見というのは、非常に、少ないような気がするん

ですけども。非常に、市民の興味のあるところだ

ったと思うんですけども、これは、なぜ、こうい

うことになったのか。 

 出席者の構成によるものなのか。どういうふう

に捉えてらっしゃるか、ちょっと見解を教えてく

ださい。 

○企画政策課長（上大迫 修）確かに、保健福

祉に対しての意見というのは多かったと思います。 

 先ほど、谷津委員からの御質問に対して、一体

感の醸成や格差の是正等にどういうふうに取り組

んできたかという中にも、保健医療の部分もいた

しましたが、ここで資料の３にちょっとお戻りい

ただきますと、例えば、資料の３の１７ページ、

１８ページでございます。 

 １７ページ、１８ページで、この次ページから

は違った状況もございますが。例えば、保健医療

の福祉に対しましては、内部評価的にも計画どお

り実施している中、住民の皆さんの認識といいま

すものも、多少、右下のボックスに入ってきたり

しておりますが。全体としては、満足度、重要度

といった部分についての理解が得られている部分

もあった中で、今後考えていくときに、恐らく、

医療、福祉というのはベースにありつつも、やは

り、雇用でありますとか、安全安心の部分に意見

が多かったというのが、意見の数として見て取れ

たんだというふうに考えております。 

 決して、その政策がいかんかったとかというこ

とではございません。 

○委員長（持原秀行）ほかにありませんか。よ

ろしいですか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（持原秀行）質疑は尽きたと認めます。 

 次に、委員外議員から質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（持原秀行）質疑はないと認めます。 

 以上で、まちづくり意見交換会実施結果の概要

についてを終わります。 

────────────── 

△第２次薩摩川内市総合計画基本構想

（案）について 

○委員長（持原秀行）次に、基本構想（案）の

審査に入りますが、まず、全体的概要について説

明を受けた後、第１章、第２章の審査に入りたい

と思います。 

 それでは、当局に説明を求めます。 

○企画政策課長（上大迫 修）では、資料５の

第２次総合計画基本構想（案）について説明申し

上げます。 

 お手元に資料５をお願いいたします。表紙をめ

くっていただきたいと存じます。 

 基本構想の構成となりますが、基本構想は２編

の構成とし、第１編では、計画策定に当たって計

画期間や計画策定の背景等を整理しております。
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第２編では、基本理念、将来都市像、政策展開の

方針、市域の構成イメージとしたところでござい

ます。 

 なお、構成において第１次総合計画と異なる点

は、施策としての実効性を見極め具体的な取り組

みを示すために、施策の展開方針は基本計画のほ

うに移しております。お手元のほうに第１次の総

合計画、別冊の分厚い資料があるかと思いますけ

ど、それと見比べていただきますと、施策として

の展開方針は基本計画に今回移しておりますので、

構想としてのボリューム感に違いがあるというふ

うに御理解ください。 

 では、１ページをごらんください。第１編の第

１章、計画策定の趣旨と計画の位置づけになりま

す。 

 １の「計画策定の趣旨」では、第１次総合計画

での取り組み等を土台に、さらに地域の特性を生

かし、活力と魅力あるまちづくりに取り組む計画

とすること。策定に当たりましては、部長も申し

上げましたが、まちづくりの方向性を明確に示し、

取り組みに対する目標を設定するなど、市民の皆

さんにとってわかりやすく簡素で実効性のある計

画とすることとしたところであります。 

 ２になります。自治基本条例に基づく市政の総

合的な経営指針として位置づけており、長期的展

望のもと、市民の皆さんと市がお互いを尊重し、

それぞれの役割と責任を認識し、協働によるまち

づくりを進めるための計画であるというふうに位

置づけております。これが計画の位置づけでござ

います。 

 次に、「計画の構成と期間」になります。 

 計画は、基本構想と基本計画で構成するものと

し、基本構想は、まちづくりの全領域にわたる中

長期的な目標として、あるべき姿や目指すべき方

向を定めるものであること。計画期間は、平成

２７年度から平成３６年度までの１０箇年を想定

しております。 

 基本計画は、基本構想の実現に向けたまちづく

りの基本的な取り組みや進め方を定めるものとし、

前期・後期の各５年間の計画設定を行っておりま

す。計画の構成及び期間のイメージは、下に示し

たとおりでございます。 

 なお、第１次総合計画と異なる点は、あくまで

も総合計画では施策としての基本的な取り組みや

進め方を示し、施策内で展開します個々の事業に

つきましては、当該年度の予算においてその整理

をし、住民の皆さんに説明を申し上げるというふ

うな計画の構成として、実施計画を今回位置づけ

ず策定しない、こういった考え方になっておりま

す。この点は、市民の皆様方が施策を見たときに、

どのような方向性でどういった予算が組まれるの

かという形を簡素でわかりやすくするための一つ

の方法でもございます。 

 次に、２ページをお願いいたします。第３章、

時代の潮流になります。 

 第１次の総合計画では、第４章において現状と

課題までの部分を１つの章として整理をしており

ましたが、第２次総合計画ではこれを分け、それ

ぞれ整理をいたしております。日本国全体、社会

全体としての時代の潮流でございます。今後のま

ちづくりにおいて、踏まえておくべき必要のある

ものを五つ整理をいたしました。 

 まず一つ目は、１次の総括の中等でもございま

したが、少子高齢化の進行と人口減少社会の到来

であり、人口構造変化がもたらす社会経済への影

響を整理しております。 

 二つ目は、グローバル化の進展であり、経済的

な連携の広がりが国、地方に大きなインパクトを

与える点を見ております。 

 三つ目は、環境エネルギー問題の深刻化として、

地球温暖化による異常気象などの発生により、環

境エネルギー等に関する関心の高まり、対応の必

要性をしており、関連する技術の向上や普及、取

り組みの重要性が高まっていることを整理をして

おります。 

 また、ここでは、次世代エネルギーを含みます

国のエネルギー政策についての動向も注視すべき

点を付記してございます。 

 四つ目です。日常生活におきます安全・安心志

向の高まりであり、震災や原子力発電所の安全対

策、異常気象への備え、さらには、感染症であり

ますとか食の安全、治安に対する不安などについ

てその整理をいたしました。 

 五つ目は、価値観の多様化として、意識、価値

観の変化に対応した社会参加のあり方、地域課題

解決に向けた市民、団体、企業とのかかわり方な

どについて踏まえるべき点というふうに整理をし

たところでございます。 

 めくっていただきまして、４ページになります。 

 全体としての時代の潮流等を整理をした上で、
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第４章、本市の現状と課題としております。ここ

では、本市が取り組むべきまちづくりの主な課題

を整理をしております。これらの課題対処に当た

っては、今後の１０年間における環境の変化、地

方交付税による合併支援措置の終了、藺牟田瀬戸

架橋の完成、西回り自動車道の延伸など、政策展

開上大きな変化を踏まえる中、なおかつ、地域の

持つ特性や強みを生かしての取り組みを行うこと

が必要だということを前置きした上で記載してご

ざいます。 

 主な課題としては、八つ整理をさしていただい

ております。 

 一つ目、４ページでございますが、「人口減少と

少子・高齢化社会の到来への対応」であり、人口

予測から平成３７年度には９万人を割り込み、高

齢化率も３２.７％、３人に一人が６５歳以上とな

る見込みであることから、これを見据えた少子化

対策、高齢者施策等を総合的に行う必要があるこ

とを整理いたしました。 

 二つ目は、「地域活力を支える人材の確保・育

成」であります。地域活力の維持向上を支えるた

めの担い手となる人材の確保、育成。特に、産業

分野での人材、地域活動における人材、その手前

にある確かな教育の部分も記載してございます。 

 三つ目、５ページでございます。「コミュニテ

ィ・集落活動の活性化」であり、地域の自治活動

そのものを維持、存続させ、より活性化すること

が課題であるというふうにしております。 

 四つ目は、「雇用の確保と経済の活性化」であり、

今後もさらに観光振興に取り組むこと、６次産業

化や成長分野におけるビジネス展開など、内発型

の産業振興を柱にした雇用の場の確保、また川内

港コンテナターミナルの機能充実など、経済活動

に関する取り組みの必要性を課題としております。 

 五つ目でございます。「エネルギー問題への対

応」であり、地域の持続的な発展に向けた次世代

エネルギー分野における幅広い施策の展開を記載

してございます。 

 めくっていただきまして、６ページとなります。 

 六つ目は、「原子力発電所立地に伴う安全確保」

であり、原発の安全対策に関する情報の周知や、

万一の災害発生に備えた体制等の充実を課題であ

るというふうにしております。 

 七つ目でございます。「社会資本ストック老朽化

への対応」であり、インフラの老朽化による改修

費用の増大への対処として、維持更新経費の平準

化を図ること。一方で、公共施設のあり方そのも

のを検討し、方向性を見出すことを課題としてお

ります。 

 八つ目でございます。「都市機能の分担」であり、

それぞれのゾーン、ここでは第１次と同じように、

都市文化、田園文化、海洋ゾーン、７ページの下

のほうに書いてあります区域イメージでございま

す。それ、１次と同じでございますが、それぞれ

のゾーンが持続可能な地域環境を確保していくた

めには、コンパクトに都市機能が形成され、効率

的な都市形成を図っていくこと。このため、ゾー

ン間での機能分担と連携の強化が不可欠であり、

加えて、ゾーン内での機能集約が課題となってい

ることを認識しております。この本市としての課

題を踏まえ、２次総合計画の政策と施策を整理し

てきております。 

 めくっていただきまして、第２編、基本構想に

入ります。 

 ８ページの第１章、基本理念となりますが、先

ほど説明申し上げました第１次の総括、市民アン

ケート調査結果、ここで整理をしました時代の潮

流などから、今後のまちづくりのキーワードは

「持続可能性」であるというふうに整理をし、地

域の安全・安心が守られ、地域に活力がみなぎり、

多様な主体の参画、共生のもと安定した行財政が

運営されている、それらが相互に連携し合いなが

ら効果的に機能する好循環の仕組みを構築するこ

とが、合併後１１年目以降の第２次総合計画での

命題であるというふうに整理をいたしました。 

 そこで、下段に示してありますとおり、まちづ

くりの基本姿勢を示す基本理念は第１次と異なり、

四つの柱で構成し、それぞれに基本姿勢としての

考え方を示しております。 

 まず、「安全・安心」、「お互いに支え合い、安

全・安心な暮らしを実現します」につきましては、

安全・安心にかかわるそれぞれの機能確保と向上

を図ることを姿勢としております。 

 「活力」、「培った地域の活力から、さらなる魅

力を創出します」では、地域資源を活用した地域

の魅力向上、人材の育成、産業の振興、特に成長

が期待される分野での産業創出と規模拡大等を記

載してあります。 

 「共生」でございます。「人と地域が躍動する共

生協働のまちづくりを進めます」では、自助、共
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助、公助による必要なサービスの提供を。 

 最後になります。四つ目でございます。「行財

政」では、「効果的・効率的な行財政運営を推進し

ます」になりますが、財政運営上の課題の克服、

地域課題へ対処、取り組めるような体制状況をつ

くっていくということを、その姿勢として出して

おります。 

 右になります。第２章、将来都市像でございま

すが、先ほど説明いたしました四つの柱とした基

本理念を踏まえ、「人と地域が躍動し 安心と活力

のあるまち 薩摩川内」とするものであります。 

 そこで、将来の姿、１０年後のイメージを、下

段に書いてありますとおり、基本理念の四つの柱

ごとに示しております。これは１０年後のイメー

ジというふうに私どもが掲げるものでございます。 

 「安全・安心」では、非常時の備えが定着し、

保健医療を中心とした暮らしに対する不安が軽減

され、地域の中でお互い支え合いながら安心して

暮らしていく。 

 「活力」では、子どもが健やかに成長し、豊な

教育が受けられている。地域資源を生かした交流

がまちの活力になっている。雇用の場が確保され、

希望を持って働いているというこの活力のイメー

ジでございます。 

 「共生」では、助け合いの輪が広がり、市民と

市が力を合わせ地域の課題に取り組んでいるとい

うことでございます。 

 「行財政」の部分、四つ目になりますが、市民

の皆さんにわかりやすい市政運営、簡素で効率的

な行政経営、健全で安定した財政運営ができてい

るという状態を目指しております。 

 次に、よろしいでしょうか。１０ページに移り

ます。 

 第３章、政策展開の基本方針になります。（「き

ょう、全部するんですか」と発言する者あり） 

○委員長（持原秀行）全体的な概要を。 

○企画政策課長（上大迫 修）申しわけありま

せん。当局からのお願いでございますが、一通り

説明さしていただいた上で、本日の審議テーマに

ついて御審議いただければというふうに考えてお

ります。通して申しわけありません。 

 「第３章 政策展開の基本方針」になりますが、

１次総合計画では、八つの政策となっておりまし

たが、第２次総合計画では政策を六つに今、集約

さしていただいております。そして、基本理念、

将来都市像を踏まえて、この順番で示さしていた

だいたところでございます。 

 一つ目は、「健やかに生き生きと暮らせるまちづ

くり（健康・福祉）」では、健康に対する意識の啓

発、健康づくりの推進とともに、地域での医療

ニーズに応えるための医療体制の充実を図ること。

また、地域ケア体制を支えるネットワークを構築、

子どもを産み育てる環境の整備など、市民の健

康・福祉の充実に努めることを、一つ目の健康・

福祉の中で示しております。 

 ２番目になります。「快適で魅力的な住み続けた

いまちづくり（生活環境）」では、安全・安心な暮

らしにつながります防災・防犯の対策、活動、体

制の強化を図るとともに、自然環境の保全、資源

のリサイクルなど、環境エネルギー対策の充実。

加えて、身近な公園、河川等の整備を進めるとと

もに、さらには、生活インフラとなっております

水の安定供給、下水処理の適正化に努めるという

ふうにして、生活環境の充実を図っていくことを

示しております。 

 三つ目、「地域の豊かな個性で活力を生み出すま

ちづくり（産業振興）」では、従来の地場産業振興

に加え、６次産業化、持続成長に資する分野での

産業振興を進めることによる雇用の創出、経済の

活性化に努めるほか、新幹線、自動車道、川内港

などの物流機能を生かし、人、もの、情報等の地

域連携や交流を活発にさせ活力を生み出すことを。 

 四つ目、右側１１ページになりますが、「安全性

と利便性の質を高めるまちづくり（社会基盤）」で

は、災害に強い社会基盤の整備に取り組むこと。

広域交通ネットワークの構築と、地域での生活を

支える地域内公共交通を確保。快適で利便性の高

い中心市街地の形成を図るというふうにいたして

おります。 

 さらに、港湾機能の充実のほか、スマートグリ

ッド等の電力情報網やＩＣＴ、通称、情報通信技

術の活用による市民生活の利便性の向上を図って

いく。そのためにインフラ整備を進めていくとい

うことも記載してございます。 

 五つ目でございます。「次世代を担う人と文化を

育むまちづくり（教育文化）」では、学校、家庭・

地域が連携して豊かな学力等を備える教育活動、

また、歴史や文化の伝承を啓発、スポーツを通じ

た交流や健康づくりなど、生涯学習の推進に努め

るというふうにいたしております。 
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 最後六つ目の、「市民みんなで考え行動するまち

づくり（地域経営）」では、コミュニティやＮＰＯ

等の活動、地域企業者等の社会貢献など、自助、

共助、公助によるそれぞれの役割と責任を担った

取り組み、環境づくりを推進すること。加えて、

事業の選択と周知による効果的で効率的な行財政

経営の推進、市としての役割を果たしていくため

の持続可能な財政運営に努めることを記載してご

ざいます。 

 ここで、申しわけありません。後日、詳細説明

を申し上げますが、資料６に移っていただきたい

と思います。 

 資料６、第２次総合計画の前期基本計画をお手

元にお願いいたします。今、六つの政策を説明を

申し上げましたが、これから申し上げるのは基本

計画でございます。 

 第１章の表紙をめくっていただき、１ページを

お開きいただきたいと思います。基本計画で示し

ました施策の体系等に説明申し上げますが、左か

ら、基本理念、将来都市像、政策、ここまでが基

本構想に書いてある部分でございまして、六つの

政策まできております。それから右側になります

が、次いで施策、これが２８ございます。それと、

その右側に、施策の方向の形で体系的な整理をし

ておりますので、政策内にどの政策が何個あって、

方向性がどのようになっているかというのを見て

いただければというふうに思ってございます。 

 ごらんいただいたように、それぞれの課題を踏

まえ施策の方向性を示しておりますで、３ページ

をお開きください。一つの例として申し上げます。

施策別展開方針の構成と考え方を説明いたします。 

 施策は、前期基本計画期間において、踏まえて

おくべき現状と取り組み課題を整理し、その上で、

課題解決に向けた取り組みにより、前期基本計画

期間の平成３１年度の時点での目指すべき姿を基

本目標として掲げております。その基本目標の達

成度を測定、あるいはその状態として補足する情

報として、下のほうに生活指標と目標値というこ

とで示している形になります。 

 なお、生活指標は、先ほど来、話にありました

市民アンケート調査によります満足度チェック、

あるいは国県の計画等で示されてる数字、市の個

別計画で補足している数字、各種統計等で用いら

れているなど、経年的に状態を確認できるものを

採用していく考え方でございます。特に市民アン

ケートにつきましては、目標値を矢印で示してお

りますが、矢印の大きさ、角度によりまして、現

状値からどこまで上げていくのかという目標の整

理とさしていただいております。 

 なお、これら政策全体に共通するようなアン

ケート調査につきましては、毎年度、定時的に実

施をしていくと、それによって補足していくとい

う考え方でございます。 

 ４ページになりますが、右側でございます。先

ほど左側で、現状と課題のところでクローズアッ

プさせたいろんな課題に対しまして、いかに取り

組むべきかを示すもので、相互に対応したつくり

となっております。①に対しまして①が対応する

ような考え方というふうに捉えていただいて結構

かと思います。 

 その下に、政策を一目した中で、施策と施策の

方向性が見える体系図を示しながら、最後になり

ますが、第２次総合計画で盛り込むことといたし

ました市民と行政との役割分担について、施策ご

とに示すこととしております。 

 なお、本日初日での説明はここまでとさせてい

ただきたいと存じます。 

 資料５の１２ページにお戻りいただきまして、

最後の章になります。 

 第４章の「市域構成のイメージ」についてでご

ざいます。ここは、本市の現状と課題で示しまし

た都市機能分担を踏まえて、各ゾーンの将来の姿

に向けて五つの政策を展開する上での考え方を整

理しております。 

 それぞれの将来像となりますが、括弧内でござ

います。 

 都市文化ゾーンにつきましては、川内の市街地

という捉え方になりますけど、都市文化ゾーンは

都市機能が集積した中核地域と位置づけ、道路、

交通、情報、インフラ等の都市環境が整備され、

医療、教育、産業、行政等の都市機能が集積し、

本市の核となる拠点を形成しているというふうに

イメージしております。 

 次に、田園文化ゾーンでございます。ここは、

樋脇、入来、東郷、祁答院及び川内の沿岸部を含

む田園地域という捉え方になりますが、居住機能

が充実した田園地域と位置づけ、豊かな自然環境

の中で１次産業の生産活動が営まれ、都市文化

ゾーンが供給するサービス都市機能の便益を享受

することによって快適な居住が実現している。ま
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た、公共交通によって都市文化ゾーンへのアクセ

スが確保され、公共施設の集約等により効率的な

行政サービスが提供されているという地域イメー

ジでございます。 

 三つ目、海洋文化ゾーンにつきましては、甑島

地域というふうに捉えていただければよろしいか

と思いますが。居住、交流機能が充実した海洋地

域とし、豊かな地域資源によって観光事業による

交流人口が増加、付加価値の高い水産業が地域の

活力となっている。また、架橋建設により、地域

の一体化と持続を見据えた行政、医療等の集約的

な配置が実現。公共交通の利便性向上等により、

それぞれの地域での生活が可能な医療福祉等の

サービスが効率的に提供されている。さらに、甑

島航路によりまして、さまざまな部分で都市文化

ゾーンとの連携が図られているという将来の姿、

各ゾーンのイメージでございます。 

 これらの各ゾーンの将来の姿を形成する上での

政策面からの取り組みについて、下の方になりま

すが、１２ページの中段から下になります。 

 健康・福祉では、都市文化ゾーンにおいて、高

次の医療福祉サービスを提供できる施設や体制等

を整備し、田園・海洋文化ゾーンにおいても、身

近な医療福祉サービスに加え、高度な医療サービ

スも享受できる環境を整えるというふうにしてご

ざいます。 

 次の生活環境の施策では、都市文化ゾーンでは

区画整理等の展開を図り、商業系などの土地利用

を図ることとし、田園文化ゾーンでは住環境が整

備され、うち市街地整備された地域では住宅とし

ての土地を図ることを。また、海洋文化ゾーンで

は、環境への負荷が小さい省エネ技術等が地域生

活において活用されていくようにしていくという

ことで書いてございます。 

 次に、産業振興でございますが、都市文化ゾー

ンでは、中心市街地とこれを取り巻く幾つかの地

区が連携、補完する形で商業集積が進み、広域的

な魅力を形成する。また、都市文化ゾーン及び田

園文化ゾーンでは、インターチェンジ周辺などの

物流適地において企業立地が図られている。両

ゾーン内の企業間の技術連携により、新たな事業

が展開されている。海洋文化ゾーンでは農林漁業

等が営まれ、中心的な地域産業として持続的に展

開されている。また、全てのゾーンで観光展開に

よる交流人口が増加し、食品や次世代関連産業の

振興が図られているという形に持っていきたいと

いうふうに考えるものでございます。 

 四つ目、社会基盤におきましては、都市文化

ゾーンでは新たな市街地整備が進められているこ

と。それと、田園文化ゾーンや川内港など、地域

内拠点との公共交通ネットワークが整備されてい

るというイメージをとっております。各ゾーンか

ら新幹線、自動車道へのアクセスが向上している

こと。さらには、海洋文化ゾーンでは、藺牟田瀬

戸架橋の整備により島内道路網が整備されるほか、

甑島航路の利便性向上と合わせて、ゾーン内の効

率的な公共交通網が整備されているという方向性

を。 

 教育文化では、都市文化ゾーンでは高等教育機

関による人材育成が図られ、地域の教育文化を

リードしていること。田園・海洋文化ゾーンでは、

地域の教育資源を生かした活動が行われている。

全てのゾーンで小中一貫教育を柱とした、地域の

歴史や文化等の特色を生かした教育が展開されて

いるということになっております。 

 最後に、地域の経営でございますが、都市文化

ゾーンでは行政機関が配置され、行政サービスが

効果的に提供されている。また、田園・海洋文化

ゾーンでは、地区コミ等との連携により、市民

サービスに必要な行政サービスが提供されている。

さらに、全てのゾーンでは、コミュニティやＮＰ

Ｏなどの団体が行政との役割分担に基づき、さま

ざまな取り組みが展開されている。このことを掲

げております。 

 以上が、地域の構成イメージの将来の姿を実現

していくための六つの政策についての考え方でご

ざいます。 

 以上で、資料５、基本構想についての全体の説

明を終わらしていただきます。 

○委員長（持原秀行）ありがとうございました。

ただいま、約３０分ぐらいの長時間にわたりまし

て、全体的な概要説明を受けました。 

 ここで休憩をいたします。再開は１３時１０分

ということでお願いします。 

         ～～～～～～～～ 

        午後０時２分休憩 

         ～～～～～～～～ 

          午後１時８分開議 

         ～～～～～～～～ 

○委員長（持原秀行）休憩前に引き続き会議を
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開きます。 

────────────── 

△第１編 第１章及び第２章 

○委員長（持原秀行）先ほど、基本構想の全体

的な概要について、説明がありました。 

それでは、基本構想第１編のうち、第１章及び

第２章について、当局に説明を求めます。 

○企画政策課長（上大迫 修）では、説明申し

上げます。 

 資料５の１ページになりますが、先ほど申しま

したとおり、第２次総合計画につきましては、計

画策定の中で第１次を土台に第２次の計画をつく

るというふうにしたところでございます。 

 特に、第１章の「計画策定の趣旨と計画の位置

付け」のところでございますけれども、計画策定

の趣旨、今、申し上げましたとおり、第１次総合

計画の取り組みを土台に、さらに地域の特性を生

かした活力と魅力あるまちづくりに取り組む計画

とすることといたしております。 

 それと、策定に当たりましては、再三、御意見

もいただいておりますが、まちづくりの方向性を

明確化し、取り組みに対する目標設定をするなど、

市民の皆さんに対してわかりやすく簡素で実効性

のある計画としたところでございます。 

 それと、二つ目の部分でございますが、総合計

画につきましては、自治基本条例第２７条の中で

総合的な市政経営の指針として長期的展望に立っ

た計画をつくるという計画となっておりますので、

その方針に基づき、市民の方々と市がお互いに尊

重し、それぞれの役割と責任を認識して協働によ

るまちづくりを進めるための計画というふうにい

たしております。 

○委員（小田原勇次郎）午前中の説明でもう質

疑に入れないんでしょうか。また別途、説明は違

う説明になるんですか。 

○委員長（持原秀行）補足で詳しく、ちょっと

また説明をするということで、ちょっとしばらく。

はい。 

○委員（小田原勇次郎）はい。 

○企画政策課長（上大迫 修）それと、第２章

の部分でございますが、先ほども多少申し上げま

したけども、基本構想について計画の構成を書い

ているという点でございます。 

 今回は、実施計画を除く、基本構想と基本計画

といたしました。 

 基本構想１０年。基本計画、前期５年となって

いるところでございます。 

 また、計画の構成の中で、一部先ほど説明に触

れましたけども、施策の展開方針を基本構想から

基本計画に、ある意味落として移行させてつくっ

ていくという形になっておりますので、その点を

御了承お願いしたいと思います。 

 ちょっと詳細な追加の説明になりませんでした

が、以上でございます。よろしくお願い申し上げ

ます。 

○委員長（持原秀行）ただいま、当局の説明が

ありましたので、これより質疑を行います。御質

疑を願います。 

○委員（江口是彦）まだなかなか頭がまだつい

て行ってないんですけど。前提的なこととして、

特に今度の場合、アンケートをとられて、それを

十分集約されたり、統計化されて、いわゆる住民

ニーズなんかの把握に努められたってことでしょ

うけど。この住民のニーズを、また住民の考えを

計画に取り込むときの手法、いろいろあるとは思

うんですけど。例えば、女性５０人委員会なんか

のこととか、それからコミュニティ協会の会長さ

んなんかの意見とか、そういうのもいろいろ加味

されているんでしょうけど。ほかに、例えば市政

モニターっていうのがありますよね。市政モニ

ターさんが、私は実態は知りませんけど、これ絞

ってだけでもちょっとお聞かせいただきたいんで

すけど。市政モニターっていうのは課題をこうい

うことについて意見をお聞かせくださいっていう

のか、それとも一般的に市政全般について気づい

たこと、地域のことを提案してもらってるのか、

そしてそれがどう集約され、生かされてるのか、

こういう計画策定なんかにも反映されるものなの

かどうか、そこをちょっと。 

○企画政策部長（永田一廣）市政モニターにつ

きましての御質問でございました。 

 市政モニターにつきましては、企画政策部内の

広報室というところで所管しておりまして、毎年

１年任期、委嘱ですけども、数十名の方にモニ

ターとなっていただいております。基本的に１年

間を通じた活動ですけれども、モニターの方たち

に年３回あるいは４回程度、テーマを絞りまして、

数十人のモニターの方々の意見をお聞きするとい

うことを毎年しております。 

 例えば、今回のこの総合計画に関しましても、
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後ほど触れますが、モニターの協力をいただきま

した。また、職員の接遇とかあるいは福祉部門の

計画を改定するに当たってモニターの意見を聞き

たい、そういった各課の需要がありますので、全

体、余り負担もかけるわけにもいきませんので、

多くて年４回程度、そういう広聴活動をしており

ます。 

 他方、そうしたこちら側からのテーマだけでな

くて、日ごろの生活を通じて市政全般に関して気

づかれた点、あるいは提言等があれば、事前に用

紙を渡しておりますので、広報室のほうに届けて

いただいて関係各課に流し、所要の対応をしてい

ただく、そういうフリーの対応もしているという

ことを御説明申し上げます。 

○企画政策課長（上大迫 修）済みません。先

ほど女性５０人委員会でありますとか、その他の

意見をどのように反映したのかということがござ

いましたが。象徴的に市民アンケートであります

部分を強調してありますけども、そのほか市政と

しましては、各地域を回ってのまちづくり懇談会

でありますとか、地区振興計画において御意見を

いただいてること、それと女性５０人委員会など

各分野におきまして組織されているところから、

行政当局にあったもの等についても政策を立案す

る際には十分反映してきたというふうに思ってお

ります。 

 市政モニターの部分で、先ほど部長が答弁申し

ましたけど、若干ちょっと違ってまして、市政モ

ニターの方々に直接、総合計画の分について問い

かけはしておりません。 

 ただし、各施策担当課は、自分たちが抱えてる

課題について、どのように市民の方々見ておられ

るんですかと、モニターさんの目から見てどうで

すかっていうことの問いかけは年に数回行ってお

りますので、同じところが数回ということじゃな

くて、それぞれの課が必要に応じて行っておりま

すので、モニターの方々の意見というのも反映さ

れてきているものというふうに御理解いただいた

ほうがよろしいかと思います。 

○委員（江口是彦）一応わかりましたっていう

か、この総合計画策定に関しては、どう住民の意

見を取り入れるか、住民を参加させていくかとい

うことがいろんな自治体で工夫をされ、公募型で

したり、それから討論型で意見を、ただ紙配って

アンケートで集約するわけじゃなくて、無作為に

選んだ人たちに、いろいろ直接、顔を会わせて討

論形式っていうか、そういうのを行ったりしなが

ら、いわゆる住民参加を取り入れるっていう自治

体もいろいろあるようですけど。今度の場合、主

に考えたのは、この住民アンケートだったって考

えればいいんですか。特に、この総合計画策定の

ために意を尽くされたのは、住民アンケートとい

う認識でいいんですか。 

○企画政策課長（上大迫 修）策定に当たりま

して、現実的に３,０００人なり、４８地区の地区

コミュニティの会長さん方に意見を聞いたってい

うのが、現実に近い情報のとり方としてはそのと

おりでございます。 

 江口委員の発言にありました討論形式でってい

った部分は、他のところでは総合計画ができ上が

った段階で、これでどうですかっていうようなこ

とを地域に出て討論をし、それを整理するってい

うやり方を導入しているところもあります。 

 ただし、今回、薩摩川内市のこの策定のやり方

につきましては、１次の総括を行政みずからやり

ながらアンケート調査をしたときに、こういう課

題がありますと、この課題をもって次の総合計画

をつくりますよという前提の、その前の作業の段

階で住民の方々の意見をいただくことで、後の立

案につきましては当局等がきちっと整理をし、議

会にお諮りするっていう手順をとっております。 

 言い方を変えますと、ほかのところは案ができ

てからこの案でどうですかっていうような意見交

換会しているところもございますが、今回はその

方法をとっておりません。 

○委員（江口是彦）あと１点だけ。基本構想と

基本計画の期間なんかを策定する、１０年と５年

ですけ、上、下。これもいろんな自治体での、私

はそれがいいか悪いか判断できませんので、うち

の自治体の場合、その辺は考慮されたかっていう

んで。基本計画については、長の任期期間をもっ

て、その都度してる自治体も４０か５０ほどある

ようですが、１年の違いですけど、４年間ですか

らね。そういういわゆる長の政策との関係とかマ

ニフェストとか、そういうこととの兼ね合いも多

分あってのことだろうと思うんですけど、そうい

う点は何か考えてみたとか、議論にはならなかっ

たんですか。 

○企画政策課長（上大迫 修）基本構想として

の計画期間１０年とする際に、マニフェスト等考
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慮して、４年・４年の合計８年というようなとこ

ろがあるという事実も、ケーススタディー的には

テーブルに置きながら、どうするかという議論は

させていただいて、さっきと同様に５年・５年の

１０年という形の方向性をしたところです。 

 そして、特に、基本構想期間がこういう社会情

勢の中で、１０年という期間が張れるのかどうか

っていうことの意見もございましたが、構想はや

はり１０年、計画は前期・後期という考え方の

５年で、より具体的な形でお示ししていくべきで

あろうということで整理をさせていただいたとこ

ろです。 

○委員長（持原秀行）ほかにございませんか。 

○委員（川畑善照）この第２次総合計画におい

ては、第１次との連続性とか、あるいはゾーニン

グ的なビジョンというのをどのように示すかとい

うことも大事かと思うんですが。書いてはあるん

ですけども。例えば、一例を申しますと、まちづ

くりの中で複合拠点施設の問題が頓挫しました、

３．１１によって。それで、その計画は生きてる

のか、しかもあれはコンサルを頼んで調べており

ます、金を投じて。それと東口の問題。そういう

のなんかを具体的に我々は知りたいわけです。 

 １次と２次の連続性。それと、過去のゾーンの

中のビジョン、それがしっかりと示されるべきで

あろうと私は思うんですが。抽象的で総合的には

納得するわけですけども、やはりそういうところ

を市民は一番気にしています、薩摩川内市のビジ

ョンづくりをですね。そういう点で大事な問題が

目に見えないもんですから、御質問させていただ

きました。 

○企画政策課長（上大迫 修）一例をとりまし

て、複合拠点施設の話をいただいておりますが、

複合拠点施設につきましては、第１次総合計画の

下期基本計画の中に施設を整備する方向性を示し

てありますが。これまでの議論の中でありました

とおり３．１１以降にその計画を推進することに

ついて難しいので、民間主体によりまして展開を

図っていくというのがございましたので、その考

え方は第２次の総合計画の中にはそのレールの上

に沿って方向性を示してきております。 

 ですから、複合拠点施設が明文化されてるかっ

ていうと明文化してありません。要するに、複合

拠点施設を市がみずから整備するということにつ

いて書けてはいません。 

 ただ、民間主体によりまして、高度な土地利用

が図ることが、にぎわいの創出になるという考え

方を踏襲して記述してございます。 

 二つ目に、そのゾーンのビジョンを明確に示す

べきではないかっていった部分でございますが、

第１編の３番目のところに、「本市の現状と課題」

という部分の中に、都市機能の分担とか、かなり

難しい部分、今後の命題としてコンパクトなシテ

ィであるとか都市機能の集積というのがあります

ので、なかなかゾーンごとに第１次よりも、さら

に踏み込んでゾーンごとのビジョンを示すという

のはなかなか難しいことがございましたので、考

え方としますと、地域構成のイメージの中で大ま

かに方針を示しながら、ただし、大まかに示した

ものを各施策においてどう取り組むべきかってい

った部分を継いで出すことで、委員の御質問にな

られたゾーンの育成というんですか、将来の姿に

対してどうアプローチをするのかっていうことは

お示しさせていただいたところでございます。 

 要するに、ゾーンの中にここに何をつくります

とか何を整備しますとかっていうような、なかな

か難しい部分に対しまして、将来１０年後、都市

文化ゾーンはこうあるべきだっていうのをイメー

ジをさせていただきながら、それに向かってやる

べき政策について、こういうことをやっていきま

すというような書き方をさせていただいたと。 

○委員（川畑善照）ただいまの答弁はよくわか

ります。 

 ただ、市民がこういう総合計画を見たときに、

もちろん具体的には実施計画でまたやっていかれ

るわけでしょうけれども。やはり将来的ビジョン

をある程度確立して、しかも１次と２次の連続性、

そういうことなども含めて、やっぱり説明できる

ように第２次計画を持っていくべきだろうと思っ

たもんですから、一応、質問しました。 

 いずれにしましても、今、答弁いただきました

ので、要望としては、やはりゾーンごとのビジョ

ンを明らかにするような、目に見えるような形が

ほしいなということを希望いたします。 

 以上です。 

○委員（小田原勇次郎）今、議題は１章と２章

でしたか。 

○委員長（持原秀行）そうです。 

○委員（小田原勇次郎）１章と２章でありまし

たので、ちょっと確認をさせてください。 
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 最初、冒頭の御説明で、今までいわゆる基本構

想があり、基本計画があり、そして実施計画－

３年計画を１年ごとにローリングしていくと。そ

れで、予算規模に合わせた形でいわゆる具体的な

事業でいろいろ実施計画をつくっておったという

イメージで、今までいろんな予算を見たり、我々

もいろいろ整合性を図ってきたものですから。今

後、それをたしか実施計画は、もう今後つくらな

いという御説明をされたもんですから、いわゆる

単年度の予算、近年の予算組み、そこらあたりと

の事業をどのように予算に平準化して、いわゆる

事業を組み立てていくのかというそこあたりのい

わゆる計画、議論、ここの部分については、議会

はどういうふうに認識しておけばいいのか。ちょ

っと今まだイメージが湧かなかったので、そこを

もう少し教えていただければなと思うところなん

ですが。 

○企画政策課長（上大迫 修）説明の方法は、

ちょっと工夫させていただきまして、お手元に基

本計画の資料６をお願いしたいと思います。 

 資料６の３ページ、４ページをあけていただい

てよろしいかと思うんですけども、今回私ども総

合計画をつくらさせていただくときに、政策の方

針として書いたものと、その政策を支える、幾つ

かの施策で支えておりますので、ここの３ページ、

４ページの内容を市民の皆さんにきちっとお伝え

したいというふうに思ってます。 

 この中で、来年度なら来年度の予算において、

やれること、やらないといけないことをきちっと

編成して組んだものを、施策の方向性とともにこ

ういう予算組みましたっていうような示し方で、

住民の皆さんの理解を得ていくような形をとりた

い。 

 今までは、３年ごとの実施計画をローリングし

ながらってありましたけども、今回施策の方針を

構想から計画に落とし、市民の見える形にした上

で、実施計画を取りやめて、予算編成の中で施策

内事業の決定の段階で、市民の皆さんにこの施策

を実現するために来年これに力を入れますってい

う形をより身近な形でお示ししたいというふうに

考えてしておりますので、特に議会での部分にな

りますと予算の審議においてその施策を支える重

要な事業がきちっと予算化されてるのか、結果が

出せてるのかっていうのが一番のキーワードにな

るんではないかというふうに考えております。 

○委員（小田原勇次郎）あとは確認でした。と

いうことは、例えば、いわゆる実施計画みたいな、

そういうものはつくらないけれども、一つ一つの

事業においては、いわゆる年度計画、永続事業な

のか、何年間で終わる事業なのか、そこあたりの

計画、そしてそれに伴う予算措置の考え方、ここ

らあたりは事業をいわゆる立ち上げる段階で、あ

る程度の構想、何年間の事業でこういう予算組み

でやっていかなきゃいけないと、これは永続的に

やっていかなきゃいけない事業だということが、

一応、いろんな予算を御提示いただく中で、我々

にも見える形で御説明をいただけるということで

認識しておけばよろしいですね。 

○企画政策課長（上大迫 修）今からその部分、

強化していくことにはなりますが、施策内の課題

に対してどのような取り組みを行うのか、どうい

った期間、手順で行うのかっていうのは、予算審

議の際にきちっと説明できるようにすべきという

ふうに考えております。 

○委員（井上勝博）確認なんですが、午前中は

基本構想全体を話されて、そして、先ほど言われ

た３、４ページも話されたようなふうに思うんで。

ちょっと、きょうは、要するに第２編の第１章及

び第２章ですから、基本構想の第２編の第１章及

び第２章までがきょうの議論であるわけですよね。

そうすると、先ほど基本構想全体を説明されたわ

けですけど、基本構想全体の質疑もしてもいいん

ですか。ちょっとその辺がよくわからない。 

○委員長（持原秀行）今、１章と２章。総体的

な全体の流れとしての説明をきょうは求めたとこ

ろです。それを踏まえた中で、今、１章、２章、

やっておりますので、そこのところで整理して質

問していただきたいと思います。 

○委員（井上勝博）わかりました。 

 そしたら、基本構想の１ページのところなんで

すが、この第１章の真ん中あたりに書いてある第

１章の１のところです。 

 「この間、少子・高齢化の進行、人口減少社会

の到来、市民ニーズの多様化」云々と書いてあり

ますけども。いろんなコミュニティとの意見交換

会をする中で、特に祁答院とか入来とか樋脇とか、

それから旧川内の中でも高城だとか、あとは甑島

とか、そういったところの悩みっていうのは、や

はり少子化、若者がいなくなっている、人口が減

少している、高齢化が進み、いろんな自治会など
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の行事ができなくなっている、美化作業ができな

くなる。こういう悩みがよくっていうか、必ずと

言っていいほどそういう悩みがやっぱり出てくる

わけなんです。 

 一般的な少子・高齢化の進行や人口減少社会の

到来ということじゃなくて、特に人口の減少が激

しいところっていうのは、やはり旧川内以外のと

ころが非常に多いんです、入来だとか下甑だとか。

だから、そういったところの問題をどう解決して

いくのかっていう展望っていうのは見えないって

いうか。後でゾーニングっていうのが出てきます

けど、ゾーニングをしていくと、ますます若者は

ゾーンの真ん中のほうに移っていくような気がし

て、やっぱり若い人たちが病院が近いほうがいい

し、学校が近いほうがいいし、いろんなお店も近

いほうがいいから、家を新しく建てるときとか結

婚だとか、そういう機会にやっぱり中心部へ中心

部へという傾向があって、そして周辺部のところ

がどんどんお年寄りで支える地域社会になっちゃ

てるわけです。そういった問題をゾーニングって

いう考え方では、解決できないような気がするん

です。そういう問題意識っていうのがちょっと見

えないっていうか。その辺は、どうお考えなんで

しょうか。 

○企画政策課長（上大迫 修）今、御指摘され

た部分を私なりに消化させていただきますと、人

口減少とか高齢化の問題っていうのは、この資料

の中で言いますと２ページ、３ページまた４ペー

ジ、５ページ、全体としてのこと、また薩摩川内

市のこととして捉えております。 

 ゾーニングの方向というのは、茫洋としており

ますが、地域においてどうあるべきだというのを

示しておりますので、今後それぞれの地域におい

て、個別で具体的な集落対策でありますとか、高

齢者対策っていった部分は、なかなか計画中にお

いて具体的に書くことは難しいだろうと思ってま

す。 

 ただし、問題認識はきちっと持っておりますの

で、基本計画以下、要するに集落対策をやってい

きます、高齢化対策をしますよっていったときに、

個別具体的な地域のニーズとかを捉えて、個別の

事業展開をしていくという考えを持っております

から、その段階でしかなかなか対応は難しいだろ

うなというふうに思っています。 

 それと、ゾーンをつくると中心市街地のほうに、

核のほうに人が流れがちじゃないかっていった部

分について、そこの部分が全てにおいてだめかっ

ていった部分の議論は、課題のところに書いてあ

りますとおり、都市機能の分担といった意味はあ

る程度の分担と連携がないといけませんので、そ

こを均衡ある発展といった形の言葉で、きれいな

言葉で言うとなりますけど、そこだけをもって地

域振興全体ができるかっていうとなかなか難しい

なという課題認識も持っておりますので、それぞ

れのゾーンの役割をきちっと市民の皆さんにお伝

えをして、そこのそれぞれのゾーンでの暮らし方

なり、それに必要なものっていうのをいかにス

ピーディーに効率的に提供していくのかっていう

のを練り上げていく形になるんだと思っています。 

 計画の中で、個別具体的にこの地区は、こうし

ますよという書き方っていうのは、このような環

境の中では、かなり難しゅうございますので、マ

クロ的に、全体的に、薩摩川内市は人口の減少と

か過疎化に対して、どう対応していくんだよって

いう全体を示しながら、個別具体的なものってい

うのは単年度の予算でありますとか身近な事業の

中で対処させていただくというのが現実的といい

ますか、計画論としては正しいのかなというよう

に考えております。 

○委員（井上勝博）一般的に、薩摩川内市その

ものの人口減少があるわけですよね。また、高齢

化もあると。しかし、それはその地域ごとに見た

ら、激しいところ、そうでもないところっていう

ふうにやっぱり地域ごとにあって、それぞれのそ

の地域に合わせて、やはりそういう少子・高齢化

が進まないように、そしていろんなコミュニティ

の行事が支えられるようにという、そういう考え

方は、やはりないと、一般的に役割分担でゾーニ

ングっていう形になると、私はそういう問題が見

えてこないと。 

 だから、そこはこれを最初の冒頭で修正するつ

もりはないという話を聞いて、こういうふうに言

ったからと言ってどうなるんだろうという思いも

あるわけですけれども。しかし、やっぱり一般的

な問題じゃないんじゃないかということを問題提

起しておきたいと思います。 

 以上です。 

○委員（福田俊一郎）時間を相当過ぎているん

でまとめて幾つか質問させてください。 

 ６ページの６の原子力発電所立地に伴う……。 
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○委員長（持原秀行）１章と２章です。 

○委員（福田俊一郎）今、１章と２章。ごめん

なさい。では、あとでもう一回質問します。 

○委員長（持原秀行）ほかにございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（持原秀行）なしですね。質疑は尽き

たと認めます。 

 以上で、第１編、第１章及び第２章を終わりま

す。 

────────────── 

△第１編 第３章及び第４章 

○委員長（持原秀行）次に、第１編のうち、第

３章及び第４章について、当局に説明を求めます。 

○企画政策課長（上大迫 修）先ほど、ほとん

ど８割、９割方、説明してございますので、今回

は第３章におきまして、時代の潮流ということで

全体的なこと。第４章では本市の課題ということ

で特に注視すべきことを整理してきておりまして。

特に今回追加したものの中で重要なポイントは、

６ページにおいて原子力発電所立地に伴う安全確

保。このことについては前回まで記載の項目はな

かったというふうに御理解いただいて結構かと思

います。 

 それと、７番目の「資産ストックの老朽化に対

応」したものっていうのが追加した項目です。そ

れと、最後に８番目の先ほどから何回か触れてお

りますが、「都市機能の分担」というこの考え方っ

ていったものが、どうにか議論の方向性を見出す

べきであろうということで課題のクローズアップ

をしたところでございますので、御意見方をお願

いしたいと思っております。 

 以上でございます。 

○委員長（持原秀行）ただいま説明が終わりま

した。 

 これより質疑を行います。３章、４章について

御質疑を願います。 

○委員（福田俊一郎）６ページ、今、企画政策

課長のほうから原子力発電所立地に伴う安全確保

について今回記載したということですが。この項

目の４行目で、真ん中あたりから、「現在、原子力

規制委員会では川内原子力発電所１・２号機の審

査が進められています」という表現ですけれども、

この基本構想については、来年の３月あたりに議

案議決ということになっていき、また１０年間の

基本構想ですので、このあたりの表現の仕方を、

このままでは時制の一致というか、ちょっと表現

に問題というか、ちょっと変えたほうがいいとい

うことでまた検討いただきたいというのが１点。 

 それから、「また、原子力防災については」とい

うところの次の行に「要配慮者」という目新しい

言葉が来てますけれども、この要配慮者について

は、「高齢者、障害者、乳幼児等」とありますが。

この「等」も含めて、どういったことを定義して

言葉にしているのかをお示しいただきたいのが

２点目です。 

 それから、８ページ。８ページの基本理念のと

ころで、「安全・安心」の部分なんですが、「互い

に支え合い、安全」……。また急ぎ過ぎました。

済みません。とりあえずそれだけ。 

○企画政策部長（永田一廣）ただいま福田委員

から２点ほど頂戴いたしました。６ページの原子

力発電所関係の４行目のくだりでございます。 

 ９月定例会に上程しました。それに先立ちまし

て、７月に自治総合審議会に諮問しまして８月に

答申を受けて９月に上程という運びでございまし

た。 

 当時も安全審査、優先的にされているっていう

のは事実は承知しておりましたが、当時において、

どういうスケジュールで、どういう手順で審査が

進められっていうのが見えておりませんで、書き

ぶりはこういったところにとどまるになりました。

これ以上の書き込みはできなかったところです。 

 委員から御指摘のとおり、きょうから審査始ま

りまして、できれば来年の３月には議決いただき

たいという思いですので、この半年間でここの

１・２号の状況が変わってくるというのが想定さ

れるところでございます。 

 つきましては、これ議案という形で提案してお

りますので、議案の訂正なのか、あるいは委員会

のほうでここは修正されたいとか、そういう形に

なるかわかりませんけど、いずれにしろここの書

きぶりは変えて、平成２７年スタートにしないと

いけないなと思っております。そこはまた、委員

会等のほうと協議させていただきたいと思います。 

 それと「要配慮者」という言葉がございます。

これまで災害時の障害を持たれてる方、高齢者一

人暮らしの方は、「要援護者」という、「援護」と

いう言葉を使っておられました。一部、市民福祉

サイドでは、この援護者というのをまだ使ってま

すが、災害対策基本法の改正によりまして、ここ
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の「要援護者」というのは、「要配慮者」とするよ

うに、法のほうで一斉に改正されたということで

ございます。半年ぐらい前ですか、改正されまし

て、我々もこの配慮者で自治総合審議会とか説明

するんですけど、字の間違いじゃないかとかいろ

いろあります。まだ、十分浸透してないという状

況ですが、法律に合わせまして配慮者ということ

に統一させていただきます。「等」につきましては

課長のほうから。 

○企画政策課長（上大迫 修）この要配慮者に

つきましては、基本計画にも触れてありますので、

説明足らずの部分がありましたら、またその際に

説明させていただきますが。「等」の中には、在宅

によりまして病気で治療されてる方などが入ると

いうふうに、施設の入所者さんも一部入るという

ふうに捉えていただいていたほうがよろしいかと

思っております。そのような範疇でございます。 

○委員（福田俊一郎）修正については、今、部

長のほうからお話がありましたので、当局でする

のか、この委員会でするのか、それはまた委員長

のほうで采配していただければと思います。 

○委員長（持原秀行）わかりました。 

○委員（小田原勇次郎）今の福田委員の質疑に

関連して、この「要配慮者」というのは法の改正

があったということでありますので、今後一応

我々の認識として、例えば、今、自治会の中に、

要援護者台帳というような台帳を。今、うったっ

たばっかりですから、これ２、３年の間にシステ

ムを組んで、このあたりも全部「要配慮者」とい

うことで全庁的に修正をしていくという認識で

我々おっていいのか、そこあたりだけちょっとお

聞かせ願いませんか。 

○企画政策課長（上大迫 修）計画文中の中に

「要配慮者」としてございますので、先行してい

るもの等の呼称の変え方や整合については、当局

のほうで責任をもって周知も図っていくように伝

達なり調整したいと思います。 

○委員（谷津由尚）今のところ、実はこれ基本

構想ですから、これ１０年なんですけど。原発

１号機は、あと１０年したら経年限度に当たるん

ですよね、今３０年ですから。 

ということは、ちょっとこれ、この文章は、も

う２回、３回、この１０年の間に見直さないかん

という必要性が出てくるわけですので、ちょっと

発展的にここは文言を相当、今のレベルで見直す

べきだと思います。 

○企画政策課長（上大迫 修）ここの現状と課

題については、先ほど１次の振り返り総括のとき

に、策定時において判断し、捉えたこと。また、

改定時に捉えたことっていうふうに説明したくだ

りがございましたけど。ここについては、策定年

度に当たりました平成２５年の後期から平成

２６年度の策定するまでの間に、踏まえるべき課

題という形で整理をしてきておりますので、委員

言われました１０年後の原発施設の状況なり、運

転の状況については、経年変化的に対応していく

部分になるわけですけども。ここの部分で１０年

後の変化まで補足した表現というのはなかなか難

しゅうございますので、策定時において、きちっ

と先ほど御指摘のありました、審査が終わってる、

終わってないといった部分は、きちっと整理させ

ていただく形で調整するとしましても、整理後に

１０年後にどうなっているといった部分について

は、今後施策を検討する段階の要件という形にな

りますので、ちょっと違った整理をさせていただ

きたいというふうに思っております。 

 ここのところで１０年の先を予測して書き込む

っていうことがちょっと難しいですので、策定時

点において踏まえるべき大きな命題というふうに

整理をさせていただければと思います。 

○委員（谷津由尚）そこは、それでよろしいで

す。 

 ４ページの人口のところなんですけど、この本

市の人口水準をどういうふうに読むかというのは

非常に難しいことだとは思うんですが、いずれに

しても何らかの形で目標値というのを私は決める

べきだと思ってます。 

これは以前の企画経済委員会でも議論した経緯

があるんですけど。第１次薩摩川内市の総合計画

では、この１１ページに一応は載ってます。推定

と目標値とそのギャップが出てるのは事実なんで

すけど、そのギャップに対してどうするかという

のが大事だと一般質問でも言わさせていただきま

したが。ここに４ページに載ってますこのグラフ

は、コーホート要因法により算出ということなん

でしょうけども。本市のポリシーというか全然見

えないんですけど、それはどういうふうに解釈し

たらいいんですか。 

○企画政策課長（上大迫 修）コーホート法に

よりしておりますので、現時点での年齢構成、出
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生率の変化に基づいて将来どうなるかという単純

な予測でございます。 

 よって、目標を定めないということは政策要因

等々によりまして、人口をどこまでキープする、

もしくは、どこまで引き上げていくっていう形を

お示ししておりませんが、今回の総合計画の全体

の中では、暮らしの安全・安心といった形、きち

っとした持続力を持っていく形っていうのがあり

ますので、減るトレンドにあるといえども、それ

を少なくするなり、支えていくという考え方は

ベースとしては持っております。 

 ただ、それを数字として示すときに、ある政策

で何人とか、この政策では何人とか、なかなか厳

しいというのは、一般質問答弁のとおりでござい

まして、そういった意味からは数字としては示さ

ない形を提案させていただいております。 

 なかなか答弁しにくうございますけども、人口

が減ることがどこまで減ってもいいというような

考え方は持っておりませんで、それをどうにか持

続可能なレベルまで知恵を出してキープしていく

というのは思っておりますので、数字としての示

し方っていうのは現時点は難しいという考え方は

答弁の際から変わっていないところでございます。 

○委員（谷津由尚）表示しにくいというのは、

わかりにくいということにつながりますので、い

ずれにしても、これを、このまま現状と課題とい

うこれを見たときに、ああこういうふうに減って

いくのかと。じゃあ、減っていくことに対しての

政策なんだねという今後の基本構想であり基本理

念であるんだという解釈になってしまうんですけ

ど。大事なところです、これは。そういう解釈で

いいのかということです。 

○企画政策課長（上大迫 修）数字的には、そ

ういう読み取り方になるとは思いますが、私ども

８ページの基本理念のところでキーワードは「持

続可能性」というふうに追記をしておりますので、

人口については、言葉の意味で捉えていただくし

か、ちょっと方法がないかなというふうに思って

るところでございます。 

○委員（谷津由尚）まだ、８ページは今の議論

の圏外ですから、私は踏み込めないんですけど、

そこなんです。それは、それでいいと思うんです。 

 例えば、第１次総合計画は、過去１０年の間に

リーマンショックで大きな問題もありましたね。

それは、そういうのあったんですけど、具体的な

ことを文言として書いていないがゆえに、第１次

総合計画としては１０年スパンでやっていけます

と。結果的にやっていけたということになるわけ

です、大きく内容を見直さんでも。 

 先ほど、この基本計画も、ちょろっと説明され

ましたけども。この基本計画だったら、私はもっ

と基本構想のところで、もう少し具体的な文言入

れるべきではないのかなっていうふうに思ったん

です。 

 そうしたときに、この人口推移というのは、そ

ういう目で見たときに何のためにここに掲載して

あるのかと、私が先ほど言いましたように、ああ

こういうふうに人口は減っていくんだなと。じゃ

あ、この減っていく人口に対してのこれは政策な

んだなというふうにしか受け取れないんですよ。

ですから、持続可能って、それは持続可能は当た

り前です。持続可能じゃないと困るんです。そこ

のところがまだ何か足らないと思うんですけど、

どうですか。 

○企画政策部長（永田一廣）先ほど課長が答弁

したとおりなんですが、若干補足いたします。 

 ここでは、コーホート法に基づく人口推計、こ

うなりますという推計しか書いておりません。委

員、御指摘の点は、第１次計画にありました

１０万２,０００とか、減ってはいくんだろうけど、

一定の目標数値を掲げていくべきだとそういう御

意見だと思います。 

 ここでは確かに減っていく数字しか書いており

ませんし、それに対応していくっていう書きぶり

でしかございませんが、人口維持、あるいは人口

増は難しいとしても、減っていくスピードを抑え

る、その取り組みは、するという考え方は当然ご

ざいます。それがなかなか読みづらい、読めない

という御指摘なんですけども、ここのところでは

目標人口は設定できなかったと。 

いろんな団体へも照会しました。それと、第

１次総合計画の１０万２,０００人。当時どういう

考え方で議論したか確認しました。当時の担当者

に聞きましても、なかなか減っていくというトレ

ンドの中で、１０万２,０００人というのは、本当

かなり厳しい判断だったということを聞いており

ます。 

 それと、いろんなところにも確認しております

けども、今後、人口が減っていく中で、さらに今

９万９,０００人ですけれども、それを下回る数値
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を設定することについて、どういう意義があるの

か、あるいはこの人口が減っていくというのはも

う必然ですので、例えば、生産年齢人口とか構成

ですね、幼少人口とか、そういった分析をしなが

ら、それに対応した施策を打っていく、これがよ

り現実的じゃないかということで庁内での意思決

定はしたところでございます。 

 決して何もせずに減っていくっていう前提で

粛々とやっていくんじゃなくて、人口の維持を食

い止める手立ても、当然やっていくっていうのは

御理解いただきたいと思います。 

○委員（谷津由尚）４ページのこのグラフの上

の文言で、「人口減少や構造の変化に対応した総合

的な対策を図っていく必要があります」としか書

いてないわけです。 

 ですから、この文言で行くと、人口減少をいか

に食いとめる対応をするかという意味にはとれな

いわけです、素直なところで。ただ、人口が減っ

ていくんでそれに対応した政策をやっていきます

という意味にしかとれない。 

 い いんです。第１次総合計画が１０万

２,０００人という目標を組んだという、私はそれ

は、やっぱり評価したいと思うんです。 

 ちょっと、例えが悪いんですけど、原発の安全

性と一緒なんです。１００％はないと、ありえな

いと。でも１００％に向かって努力するというそ

れが大事なんです。結局、私はそれと同じことだ

と思うんです。 

 目標を明確にするということは、それに向かっ

て努力するということが大事であって、これを見

ても、今、部長御答弁いただきましたけど、その

ような意味はここから酌み出すことはできません。

何かこれは寂しすぎると思うんですけど。これを

何も知らない１０人の市民の方が読まれたら、

１０人が１０人そういうふうに解釈すると思うん

です、私は。今、とても部長がおっしゃったよう

な解釈はなかなかされないと思うんですけど、い

かがですか。 

○企画政策部長（永田一廣）この４ページの

１番目のところ、ここは本当おっしゃるとおり減

っていく人口に、言葉は変ですけども何もしない

でそれに対処療法的にやっていくという、本当、

消極的なっていうか、そういう意味でしか読めな

いのかもしれません。 

 しかし、考え方は先ほど申し上げたとおりでご

ざいまして、これはまた次のページ以降で、その

審査の範囲を、また次に移りますが、「活力」とか、

そういったところで、雇用、所得、ひいては人口

増、そういったのも十分頭に置いているというこ

とで御理解いただきたいと思います。 

 確かに、ここの文章だけではそういう前向きと

いうか、より踏み込んだ積極的な取り組みがここ

の文章では読めませんかもしれませんけども、全

体を通じた中では当然考えているということで御

理解いただきたいと思います。 

○企画政策課長（上大迫 修）追加で、委員言

われましたとおり、１番については、本当人口が

減っていくのにどう対応するのかと書いてありま

す。 

 ただ、これを同じような目線で２番と３番と

４番に目を向けていただくと、減りつつも、地域

を支える人材の確保を図る、集落の活性化を図る、

経済的活性化を図るということが課題となってお

りますので、ここ１から４番までトータルで見て

いただけると、市の課題の認識と取り組む方向と

いうのは、ある程度は御理解いただけるのかなと

いうふうに思いは持ってはおります。 

 ただ、目標を定めてないというのは言われると

おりでございますので、今後この４章から後の施

策の取り組みにおいて、そこをきちっと説明させ

ていただきたいと思います。 

○委員（谷津由尚）確かにおっしゃるとおりで

す。 

 難しいんですけど、人口が減っていく中で、そ

れに応じて地域の活性化をどう維持するか、産業

基盤をどう維持していくかという意味にとれるわ

けです。ですので、シンプルな話です。このグラ

フの上の、先ほど言いましたこの文言の中に、少

しでも人口減少を食いとめるような対応を、今後、

骨格として進めてまいりますとかそういう文言を

一言でいいから入れていただければと思うわけで

す。素直にそういうことです。物すごいシンプル

な話です。 

○委員長（持原秀行）趣旨はおわかりでしょう

か。 

○企画政策部長（永田一廣）申し上げましたと

おり、私どもは私どもなりに、先ほどいろいろ議

論して、考えて、それで正式に提案しております

ので、この場で、はい、変えますとかそういった

のは、ちょっともう言えないというのは御理解い
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ただきたい。谷津委員の御意見、思いっていうの

は、もう十分、課長と僕もわかっております。 

○委員長（持原秀行）ほかにございませんか。 

○委員（井上勝博）４章の冒頭の部分です。 

 「地方交付税による合併支援措置の終了や」っ

ていうところです。これは、もう本会議でも一般

質問でも取り上げて、地方交付税の見直しが合併

後の交付税の見直しが行われているわけで、それ

はまだ全容ははっきりしてないんですが。４０億

円減ると見込まれていたものが、２５億円ぐらい

で何とかなりそうじゃないかというような、見え

てきているわけですよね。そういった問題につい

て、一言もこの構想の中でその問題について触れ

ていないというのは一体どういうことなのかって

いうのは、前から言ってることですけど、改めて

お聞きしたいと。 

 それから６ページの上から３行目あたりから、

非常に市民に分かりにくい、ＩＣＴという－こ

れは確かに解説はしてあるんです。ＩＣＴは

２ページを見てください、情報通信技術に関する

技術の総称でありますと。こういう、ふうに書い

てあるんですが。なんでＩＣＴを活用すれば、安

全・安心に暮らせるんだろうと、この辺の関連性

ですよね、わかりにくいです。 

 それから、「電気バスや電気自動車などのエコ

カー導入等による公共交通のスマート化」。私は電

気自動車の導入によってＣＯ２対策や排ガスの問

題っていうのは解決されていくんだろうと思うん

です。しかし、このスマート化っていう問題を電

気自動車に求めていいんだろうかと。別に情報の

スマート化っていうのは、情報通信技術を駆使し、

状況に応じて運用を最適化するということになっ

ておりますけども。別に、ガソリン車だって－そ

れは情報技術を活用して運用を、例えば、バスな

んかを待つときにボタンを押せば自分のところに

寄ってくるとか。そういうことは別にガソリン車

だって、できるわけです。 

 だから、何でそれと結びつくのかっていうこと

についての意味がやっぱりわからないし、私、聞

かれても答えられないっていうのがこの部分なん

です。ここはやっぱりちゃんと説明していただき

たいなと思うんです。 

 それから、７ページの都市機能の分担、先ほど

言ったことと関連するんですけども、「ゾーン内で

の機能集約を図っていく必要があります」と書い

てあると、あらこれは支所がまた統合すったろか

いと。これはもう市長は、いわば支所をセンター

化方式のことで、自分の任期中には支所の統廃合

はしないけれども、センター化を目指すんだとい

うふうに本会議でもおっしゃっているわけですけ

ど。ここにはゾーン内での機能集約という言葉が

書いてあると、やはり支所をどこか中心的な支所

においてそして統廃合するという、そういうふう

にしか読めないというか、そういうふうに読んで

しまうところがあります。 

 やっぱり、そういうんじゃなくて、私はこれは

市長の考えでこの構想がつくられているんでしょ

うけれども、やっぱり市民の周辺部に住む市民の

思い、願いっていうのは、自分たちが住んでいる

まちが住みやすくなってほしいという願いなんで

す。 

 だから、そういう意味では支所がなくなったら、

若者はいなくなるし、サービスは不便になってく

るしという思いがあるわけで、ここのゾーン内で

の機能集約っていう考え方っていうのは、私はち

ょっとどうなのかなっていうふうに思います。 

 この三つについてお尋ねしたいと思います。 

○企画政策課長（上大迫 修）一つ一つお答え

申し上げます。 

 まず、冒頭に書いてあります地方交付税の縮減

について、その縮減の大きさについて触れてない

という部分がございましたが。御指摘ではござい

ますけども、地方交付税が減っていくっていうの

は大きく捉えておくべきだと思ってます。その金

額が４０億なのか２５億かっていう部分について

は、単年で予算を組む際に、どのように施策を、

もしくは事務事業を優先的に判断していくのかっ

ていう条件にしか多分ならないと思いますので、

この基本構想の中の課題においては交付税が減る

という、そういう大きなインパクトに対してどう

いうふうな施策を検討していくのかっていうこと

には大きく位置づけをさせていただいています。 

 よって、金額については、ここでは書く必要が

なく、実際の運用においてやるべきだというふう

に整理をいたしました。 

 それと、公共交通のスマート化の部分ですけど

も、イメージとしましては説明を加えないとわか

らないといった部分は御指摘のとおりで、私ども

のほうも表現の部分で一般的に公文でありますと

か、使われてるスマート化っていうのを材料に苦
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慮しておりますが。基本的には電気自動車とかＣ

Ｏ２排出しないということからすると、地域内に

エネルギー消費などが交通も含めて、より賢く、

効率よく使われるっていうのを公共交通のスマー

ト化といった形でしております。それには、恐ら

く広い意味で言うと、公共交通を使ったサービス

の提供といったところまで入ってくる部分がある

かもしれませんけども、第一義的にはエネルギー

消費の効率化が地域全体として捉えることができ

るようになるというようなイメージで思っていた

だけるとよろしいかと思います。 

 それと、三つ目、重要な部分で、あくまでここ

について本市の現状と課題ということなので、今

後の１０年間を考えるときに、本市において現状

をどのように見て、課題としてどのように捉える

べきかということを書いてあります。 

 よって、地域の過疎化でありますとか、少子・

高齢化を捉えたときに、やはり効率的に都市機能

を確保して、そのダム効果を使って合併の効果を

発揮するためにも、それぞれのゾーン内にちりば

められている機能といったものをゾーン内で集約

することの議論も必要ですし、特に先ほども申し

上げましたが、甑地域におきまして地理的な一体

化というのを考えたときにどう議論すべきなのか

っていった部分にキーワード的に課題としてゾー

ン内での機能集約っていうのは議論するテーマで

あるというふうに考えております。 

 これは、本土地域でも、行政だけに限らず医

療・福祉・図書館とかいうところについてもつな

がるものだと思っておりますし、その外側にゾー

ンごとの機能の分担と連携といったものを市民の

方々にどうやっていくべきかっていうのを訴えて

解決していくのが、この総合計画の合併後１１年

目以降の重要なテーマであるということから、こ

のような書き方をさせていただいているところで

ございます。 

○委員（井上勝博）交付税の見直しについては、

まだ１年目であって、来年まだ支所の問題と、そ

れからそのほかの、ちょっと、ど忘れしましたけ

ども、社会保障関係だったかな。また交付税の見

直しはもう一回あるわけですよね。だから、

４０億円のうち１５億円までは緩和をされると。 

 これは、非常に大きい問題で、それが前の答弁

の中では、使うほうも流動的でふえるかもしれな

いからというお話であるんですけども。だから、

私は最初の冒頭に財政運営プログラムが基本にあ

るのか、基本構想が基本にあるのかというお話を

してあるわけで。やはり財政運営プログラムが

１５年ですよね、合併後１５年ぐらいを見越して

つくられているものであるから、それを見直す必

要があるというふうに言ってるわけであって、基

本構想との関係でやはり基本構想が基本であるな

らば、この財政のそういう問題は決して軽いもの

ではないっていうか、金額的にもそんな小さいも

のではないというふうに思うので、基本構想をも

とにするんであるならば、その問題はやはりどう

考えるのかという考え方をきちっと書くというこ

とは必要なんじゃないかということなんです。 

 それから、わかりにくい６ページの件ですが、

これはもっと表現をおじいちゃん、おばあちゃん

でもわかるようにしてほしいなと、本当に。説明

ができないです。今のお話を聞いても、そのお話

をお年寄りにして、はあって言うことになっちゃ

いますので。私は、まちづくりのこれからのこと

を書いている部分ですので、そこは対象になる高

齢化社会ですからね。高齢の方でもわかるような

表現というのは必要なことだと思います。 

 それから、最後にゾーン内での機能集約、やは

り今言われていることについて否定はされなかっ

たですね。私が支所の統廃合の方向を考えていら

っしゃるんじゃないかっていうことについて、そ

れは違いますという否定ではなかったわけであっ

て、やはりそういう意味合いも含まれているんだ

なというふうにやっぱり理解していくわけで。若

者が周辺からいなくなる理由、それはさっき言い

ましたけども、学校が近いかどうか、病院が近い

かどうか、買い物が便利かどうか、そういうこと

が理由になって若い人たちが周辺部から離れてい

く傾向があるわけで、この問題を放置しておいた

らゾーン内での機能集約という言葉で表現するよ

うなことになっとったら、ああもう終わりだなと、

周辺部は。支所周辺はもう終わりだなというメッ

セージを若い人たちに伝えていくことになって、

何ら今、周辺の人たちが苦しんでいる問題の解決

にはなっていかないというふうに思います。意見

です。 

○委員長（持原秀行）意見であります。ほかに

ありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（持原秀行）質疑は尽きたと思います。 
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 以上で、第１編を終わります。 

────────────── 

△第２編 第１章及び第２章 

○委員長（持原秀行）次に、基本構想第２編の

うち、第１章及び第２章について、説明を求めま

す。 

○企画政策課長（上大迫 修）説明申し上げま

す。 

 ８ページ、９ページになりますが、先ほどの復

唱の部分ございますけども、基本理念につきまし

ては、従来では、第１次では、「地域力が奏でる都

市力の創出」というのを基本理念、ワンフレーズ

でこうさせていただいておりましたが、今回につ

いては、いろんな課題やはり命題等がございまし

たので、四つの柱として整理をさせていただいた

ということがございます。 

 そして、この根底には文章中、中段にあります

けども、今後のまちづくりのキーワード、「持続可

能性」といったものをイメージしての四つの柱を

設定したということで、御理解をいただきたいと

考えております。 

 また、将来都市像につきまして、これまで１次

の総合計画の中にありました「躍動」といった言

葉の部分については、「人と地域が躍動し」という

ことで継承しつつ、住民の皆さんのほうから多く

の意見いただきました「安心」と「活力」ってい

ったものを前面に出した将来都市像とさせていた

だき、イメージをここに示させていただいたとお

りでございます。 

 以上でございます。 

○委員長（持原秀行）ただいま、当局の説明が

終わりましたので、これより質疑を行います。御

質疑願います。 

○委員（福田俊一郎）フライングばっかりして、

もうしませんので、もうこれで終わります。 

 ８ページは、「安全・安心」のところでした。さ

っき言いかけたところですけども、「互いに支え合

い、安全・安心な暮らしを充実します」というと

ころで、この項目の下の２行目から「防災、防犯

を始め、医療、福祉、交通、環境・エネルギーな

ど」と書いてありますが、この「安全・安心」の

キーワードで「防災、防犯」、これはわかります。

「医療、福祉」もわかります。「交通」もわかる。

「環境」も水と産廃と、いろいろわかります。 

 ただ、この「エネルギー」が、なぜ「安全・安

心」なのか、安定ならわかるんだけれども。もし

原発のことを言って、「安全・安心」と言うんであ

れば、最初の「防災・防犯を始め」の、この防災

のくくりの中に入るんじゃないのかなと。なぜ、

あえてエネルギーがここに表記してあるのかをま

ずお尋ねしたいのと、それから「共生」の部分で

すけど、「人と地域が活躍する、共生協働のまちづ

くりを進めます」ということで、「共生」ですけど、

複数というイメージが私あるんですが。その中で

２行目に、「自助、共助、公助」という文言があり

ます。３点１セットで大体表現されるところです

けれども、この成果物を行政のほうで、もらう前

に、ワークショップなんかを多分開いておられる

のかなとは思うんですが。その中で、要するに自

助、共助、公助の部分を大体一つグループ化され

て、一つのキーワードとして出てくるんで、ここ

は「自助」は必要ないんじゃないかなと。「共助、

公助」だけでいいんではないかなと思ったりして

るところです。 

 それと、最後、「行財政」、「効率的な行財政運営

を推進します」という、こういう目的が書いてあ

りますが、この文章の表現がいかがなものかなと

思うんです。 

 読んでみますと、「合併支援策であった地方交付

税の段階的な縮減など、財政運営上の課題を克服

しながら」、ここから、ちょっと問題がある。「厳

しさを増す人口減少や少子・高齢化などに伴う地

域の課題解決や新たに必要な活動等の展開を図り

ます」という、事業展開を図りますというふうに

なってるんです。 

 理念では、「行財政運営を推進します」というこ

とですから、行財政運営に対する何らかのアクシ

ョンを起こす文章にならなきゃいかんのじゃない

かなと。 

 したがって、簡単にこれを組みかえてみると、

要は「地方交付税の段階的な縮減など、財政運営

上の課題を克服します」と。そして、こういった

「事業展開を図るためには、国県の支援や財源の

関与に努めます」という表現のほうが、この「財

政運営を推進します」に当たるんじゃないかなと

思います。財政運営を推進しますと言いながら、

事業を展開しますというふうになってます。ここ、

ちょっと趣旨が変わってるというふうに思います。 

 もう一回、言いますが、「事業展開を図るために

財政運営を推進します」。つまり、例えば、「国県
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の支援や財源の関与を推進します」。こういった締

めくくりをしなきゃいかんのじゃないかというこ

とでした。以上。 

○企画政策課長（上大迫 修）幾つか御質問い

ただいております。 

 「安全・安心」のところでございますが、まず

１点目、「環境・エネルギー」がここに入るのは少

し違和感ありますということでございますが、私

どもが地域の暮らし、人々の生活の「安全・安

心」を考えたときに、やはりエネルギーとか環境

技術によってサポートされるものが多く出てくる

であろうというのを想定しておりまして、地域の

生活支援サービスの中で、エネルギーの中の電気

通信網を使ったような見守りサービスであります

とか、環境負荷を下げるような部分といったもの

が皆さんが欲している快適な地域での「安全・安

心」を確保するための一つのツールになるのでは

ないかという捉え方からここのキーワードまで広

げてございます。これは私どもの考え方でござい

ます。 

 それと、「自助、共助、公助」のうち、「自助」

について必要ではないのではないかということの

御指摘をいただいておりますが、先ほど部長が今

回始まる冒頭で申し上げましたとおり、行政と市

民の役割分担ということをイメージしながら書き

上げてきたいということを申しておりまして、資

料の６のページを開いていただきますと、市と行

政の役割分担というところに、市民の方々、地域

の方々の自助といった部分について、頑張りまし

ょう、一緒に取り組んでくださいといったような

形の書き方をする意味からも、自助という言葉は

この理念の中に残しておきたかったという考え方

でございます。 

 それと、「行財政」の部分につきまして、御指摘

の部分はわかります。 

 ただ、ここまでちょっと来ておりますので、あ

れですが、「行財政」というふうになっております

ので、行政施策について展開しますというような

形に便宜なっているような理解をお願いしたいと

思っております。 

 表現の仕方としますと、確かに末尾のほうを、

「これらの活動が展開できるよう健全な財政運営

を図ります」という思いをもって書いたつもりで

おりますが、少し表現の不適切な部分っていうか、

言葉足らずの部分等がございますので、そこにつ

いてはどのように修正としてはできるかわかりま

せんが、御意見としてお伺いし、どうにか対処し

てまいりたいと思います。 

○委員（福田俊一郎）文章の書きかえをしたく

ないというふうな答弁でしたけども、今は「安

全・安心」についても課長のほうが答弁をされた

ところでしたけれども、今の答弁の中でも環境と

か電気通信事業であればそういう見守りの関係は

これが入るよって言ったけど、エネルギーについ

て今説明されませんでした。 

 そこのエネルギーについて、ぴしゃっと説明さ

れんと、この電気通信網というのとエネルギーは

電気通信網というのはＩＴですから。ＩＴとエネ

ルギーはやっぱりちょっと違うんじゃないかなと。

ちょっと、今の答弁には無理がある。エネルギー

と。 

それと、さっき「共生」の部分で、自助、共助、

公助、これも課長が言葉を引っ込めやったですね。

一緒とそこを含めたところがあるんですけど。「自

助も一緒に頑張りましょう」と言いやったですね。

自助は、１人でやるんですよ。自分が自分でやり

抜くことが自助なんです。「一緒にやりましょう」

は、それは違うんです、自助だから。共助ですよ、

それは。一緒にやりましょうというのは、手助け

すること。ただ、自助というのは、おのずから自

分でやれることは自分でやりましょうだから。 

 だから、今の答弁の中でもありましたように、

残しておきたかったっていうのは、だから最初に

私が言ったように３点が１セットなんです。いつ

もこの言葉は。自助、共助。だけど、ここの「共

生」の部分は自助じゃないんじゃないんですかと。

さっきも言ったように、一緒にやりましょうとい

うのは共助ですから、自助はちょっと外さないか

んのじゃないですかと。 

 それと、最後の部分は検討されるというような

ことでしたので、それはもうぜひ検討して、これ

は事業展開になっちゃいますので、ここでは、や

はり「行財政」が理念ですから、「行財政」の理念

のところで、事業展開を図りますっていうのはお

かしいんで。やっぱり行財政の運営をどういうふ

うに図っていくかということですから、そこはや

っぱり工夫をされたほうがいいと思います。 

○企画政策課長（上大迫 修）エネルギーの部

分でということでございましたが、スマートグリ

ッドでありますとか、専門の言葉になりますけど、
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そういったものについても、実際的には電力通信

網を使って地域の見守りサービスでありますとか、

生活支援サービスを構築していくという流れにご

ざいますので、使う技術っていうのは、ＩＣＴと

ほぼ同じような部分がございます。そういった部

分がありましたので、ワンセットでさせていただ

いております。 

 それと、「自助、共助、公助」の、「自助」につ

いてはワンセットって言われましたとおり、私ど

もはワンセットという捉え方をしております。 

 先ほど基本計画にも触れたんですが、１人でや

るものっていった部分の書き方を基本計画の各施

策の役割分担のところにしてございますので、そ

このことに結びつけるためにワンセットで表記さ

せていただきたい。自助があって、ワンセットの

片側にあります「共生」といった言葉につながる

ということなので、切り離せないのではないかと。

言葉の意味合いとしましては、委員が言われる部

分が正解だと思いますけども、ワンセットとして

「共生」という言葉につながれるように言葉遣い

はちょっと用いさせていただきたいというふうに

考えております。 

○委員長（持原秀行）大丈夫ですか。自助が一

番最後に来ればよかったんでしょうけどね。ほか

にございませんか。 

○委員（成川幸太郎）一つだけ、「活力」のとこ

ろで、地場産業の振興というのは、いろんな企業

が取り組んで行くんでしょうけど。次世代を担う

人材の育成っていうことの、具体的にじゃあ行政

が人材育成を行うのか、民間企業の中で人が育つ

ことを待つのか。この人材の育成という具体的方

法としてのイメージ的なものは、どんなものを想

定されてるんですか。 

○企画政策課長（上大迫 修）今の御指摘の部

分につきましては、同じように右側の将来都市像

の「活力」の部分の、１０年後のイメージの中に

教育といったものもちょっと加えていただいてお

ります。ここの「活力」っていった部分を産業だ

けではなくて、地域の活力を担う次世代の子ども

たちっていうんですか、若者っていったものも、

生涯学習であるとか教育であるとかに入ってます

ので、広い意味で捉えていただきたいなというふ

うに考えているところでございます。 

 具体的には、教育の分野もしくは産業の分野に

おきます取り組みについては、基本計画の中でお

示しさせていただいていると考えております。 

○委員（井上勝博）「人と地域が躍動し 安心と

活力のあるまち 薩摩川内」のイメージ、このイ

メージは、これは私はいいなと思います。しかし、

これが心配な地域が出てきてるんだということな

んです。 

 だから、「持続可能性」、これもいい言葉です。

持続していく、地域が。今。持続できないという

地域が生まれてるというところが問題なんであっ

て。やっぱり、しつこいようですけど、地域の人

たちの悩みっていうのに、どうやって答えていく

のかっていうことについては、基本構想の中では

見えないなっていう感じがいたします。そういう

地域ごとの格差、いえば地域格差ですね。地域格

差については、どのようにお考えなんですか。 

○企画政策課長（上大迫 修）地域格差をどの

ように捉えているかということですけど。私の所

管する中にも、定住施策とかいろいろさせていた

だいてますけど、格差があるかないかということ

については、ないとは申し上げません。必ずある

とは思っておりますが、ある部分、あると思って

ますけど、計画の中にＡ地域とＢ地域においてこ

の格差がありますので、これをどうしますってい

う書き方は難しいと思っておりまして、それは書

けないというふうに考えています。 

 ただし、その格差に対して、どのようにチャレ

ンジしていくのかっていうことを、先ほど公助と

いう言葉もありましたが、そういった中でどんな

に情報を出し、財政的支援も行いながら克服して

いくというのは、地域で皆さんともに取り扱って

いかないといけない部分でありますので、そうい

う取り扱っていく環境をつくるというのが、私た

ちの仕事だというふうに考えておりますので、格

差はないとは申しません。その格差に対しては、

市も地域も住民の方も、公助、共助、自助の順番

になるのかわかりませんけども、取り組んでいく

考え方は持っておりますので、御理解をお願いし

たいと思っています。 

 それと、一番、委員がいみじくも申されました

けども、持続できない地域っていったものが仮に

出現する、そういった状況があるとすると、それ

に対してどのようにチャレンジしていくのか、取

り組んでいくのかっていうことを議論する一番の

きっかけであり、旗印である総合計画であると思

っておりますので、個別具体的にこの地域はこう
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だからこうやりますっていうのは計画としては言

わないまでも、ただ姿勢としては、きちっとそう

いったものに取り組んでいくんだというのを全体

としては示しているというふうに考えております。 

○委員（小田原勇次郎）今の井上委員の発言に

関連をして、質疑ではないんですが、一つの意見

としてお捉えください。 

 今、井上委員が地域格差という部分をおっしゃ

いました。私もごもっともなことだと思ってます。 

 例えば、基本理念のこの文章の中には明言化は

できない部分であるとしても、基本理念の考え方

の中に、例えば同じ施策を打つ、例えば、地区コ

ミュニティ協議会の特性を生かしたまちづくりと

いう部分があっても、各地域によっていろんな温

度差があり、地域の人口の動態であり、いろんな

条件が違う中において十把一からげの政策を打つ

のではなくて、各地域に応じたやはり政策の打ち

方というのが今後必要になるというような考え方

を理念の中に含んだ捉え方をしておかれないと、

やはり地域格差という部分は、「我々は町の人間と

同じような、都市ゾーンと同じような、政策を打

たれても我々の地域ではそれは機能しないよ」と

いう、住民満足度に温度差ができてしまうもんで

すから、そこらあたりをこの基本理念の中にも含

まれるという考え方をとってもらえたほうが私は

いいように思うんですが。 

○委員長（持原秀行）意見であります。ほかに

ございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（持原秀行）質疑は尽きたと認めます。 

 以上で、第２編、第１章及び第２章を終わりま

す。 

 ここで、議案第１１１号に係る審査を一時中止

します。 

────────────── 

△閉  会 

○委員長（持原秀行）本日の委員会は、以上を

もって閉会したいと思いますが、御異議ありませ

んか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（持原秀行）御異議なしと認めます。 

 よって、本日の委員会は、以上をもって閉会を

いたします。 

 次の委員会は、１１月４日火曜日午前１０時か

ら第３委員会室で開会をいたします。 

きょうは御苦労さまでございました。 
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